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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の縦長の硬貨投入口(108)から投入した小径硬貨(SC)及び大径硬貨(LC)を対応する
小径硬貨通路(112)又は大径硬貨通路(114)に案内する硬貨振分装置(100)において、
　平板状のガイドボード(120)の一側に配置され、前記硬貨投入口(108)に続いて形成され
た横向案内通路(172)と、
　前記横向案内通路(172)に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路(174)と、
　前記ガイドボード(120)に対し前記硬貨振分通路(174)と同一側に設けられた前記小径硬
貨通路(112)と、
　前記ガイドボード(120)に対する前記小径硬貨通路(112)の反対側に配置された前記大径
硬貨通路(114)と、
　前記硬貨投入口(108)の下方において前記硬貨振分通路(174)に臨んで所定の間隔で配置
された第1係止体(210A)と第2係止体(210B)とを含み、前記第１係止体(210A)と前記第２係
止体(210B)は同心状態に配置されると共に、前記第２係止体(210B)は前記第１係止体(210
A)の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第２係止体(210B)が待受位置(SBP)に位置
する場合、前記第１係止体(210A)と前記第２係止体(210B)との距離は前記小径硬貨(SC)の
直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨(SC)又は大径硬貨(LC)を保持した際、そ
れら小径硬貨(SC)又は大径硬貨(LC)の重量によって前記硬貨投入口(108)から遠ざかる方
向に回動する前記第２係止体(210B)を備える硬貨選別クレードル(152)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)が所定量回動された場合、前記第２係止体(210B)との距



(2) JP 6183614 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

離が前記小径硬貨(SC)の直径よりも大きいが、前記大径硬貨(LC)の直径よりも小さくなる
よう設定された前記第１係止体(210A)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)の回動を、前記第１係止体(210A)と第２係止体(210B)と
の距離が前記小径硬貨(SC)の直径よりも大きくなった前記第２係止体(210B)の回動位置で
あって、かつ、前記大径硬貨(LC)の重心(G)が前記硬貨投入口(108)側であり、さらに、前
記大径硬貨(LC)が自重により落下可能な位置において停止させる硬貨選別ストッパ(228)
と、
　前記硬貨選別ストッパ(228)の近傍の前記ガイドボード(120)に形成され、前記大径硬貨
(LC)が通過可能であって、かつ、前記大径硬貨通路(114)に連通する移動開口(186)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)が前記硬貨選別ストッパ(228)に係止されて前記大径硬貨
(LC)が自重によって落下する際、前記硬貨選別ストッパ(228)よりも前記硬貨投入口(108)
側に配置され、前記自重によって落下する大径硬貨(LC)を前記移動開口(186)を通って前
記大径硬貨通路(114)へ案内する移動ガイド(202)と
を設けたことを特徴とする硬貨振分装置。
【請求項２】
　同一の縦長の硬貨投入口(108)から投入した小径硬貨(SC)及び大径硬貨(LC)を対応する
小径硬貨通路(112)又は大径硬貨通路(114)に案内する硬貨振分装置(100)において、
　前記小径硬貨(SC)、及び、前記大径硬貨(LC)の厚みより僅かに大きい間隔で垂直に対向
配置した平板状のベースボード(118)とガイドボード(120)との間において、前記硬貨投入
口(108)に続いて形成された横向案内通路(172)と、
　前記横向案内通路(172)に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路(174)と、
　前記硬貨振分通路(174)に連通し、前記ガイドボード(120)に対し前記硬貨振分通路(174
)と同じ側に設けられた小径硬貨(SC)のための小径硬貨通路(112)と、
　前記ガイドボード(120)に対し前記小径硬貨通路(112)の反対側に設けられ、前記ガイド
ボード(120)に取り付けられた第２ガイドボード(122)との間に形成された大径硬貨(LC)の
ための大径硬貨通路(114)と、
　前記硬貨投入口(108)の下方において前記硬貨振分通路(174)に臨んで所定の間隔で配置
された第1係止体(210A)と第2係止体(210B)とを含み、前記第１係止体(210A)と前記第２係
止体(210B)は同心状態に配置されると共に、前記第２係止体(210B)は前記第１係止体(210
A)の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第２係止体(210B)が待受位置(SBP)に位置
する場合、前記第１係止体(210A)と前記第２係止体(210B)との距離は前記小径硬貨(SC)の
直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨(SC)又は大径硬貨(LC)を保持した際、そ
れら小径硬貨(SC)又は大径硬貨(LC)の重量によって前記硬貨投入口(108)から遠ざかる方
向に回動する前記第２係止体(210B)を備える硬貨選別クレードル(152)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)が所定量回動された場合、前記第２係止体(210B)との距
離が前記小径硬貨(SC)の直径よりも大きいが、前記大径硬貨(LC)の直径よりも小さくなる
よう設定された前記第１係止体(210A)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)の回動を、前記第１係止体(210A)と第２係止体(210B)と
の距離が前記小径硬貨(SC)の直径よりも大きくなった前記第２係止体(210B)の回動位置で
あって、かつ、前記大径硬貨(LC)の重心(G)が前記硬貨投入口(108)側であり、さらに、前
記大径硬貨(LC)が自重により落下可能な位置において停止させる硬貨選別ストッパ(228)
と、
　前記硬貨選別ストッパ(228)の近傍の前記ガイドボード(120)に形成され、前記大径硬貨
(LC)が通過可能なであって、かつ、前記大径硬貨通路(114)に連通する移動開口(186)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)が前記硬貨選別ストッパ(228)に係止されて前記大径硬貨
(LC)が自重によって落下する際、前記硬貨選別ストッパ(228)よりも前記硬貨投入口(108)
側に配置され、前記自重によって落下する大径硬貨(LC)を前記移動開口(186)を通って前
記大径硬貨通路(114)へ案内する移動ガイド(202)と
を設けたことを特徴とする硬貨振分装置。
【請求項３】
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　前記ガイドボード(120)は前記ベースボード(118)に対し上端部において回動自在であっ
て、かつ、前記ベースボード(118)側に近づくように付勢されると共に、前記小径硬貨通
路(112)を画定するための前記小径硬貨(SC)用のガイドレール(154)が配置され、
　前記ガイドボード(120)に対し前記ベースボード(118)の反対側に、前記ガイドボード(1
20)に対し回動可能に支持されると共に前記大径硬貨(LC)用の第２ガイドボード(122)が配
置され、
　返却レバ(124)の操作に連動して最初に前記ガイドボード(120)を回動させて当該ガイド
ボード(120)の下端を前記ベースボード(118)から離隔して前記小径硬貨通路(112)の下端
部を開放させた後、前記第２ガイドボード(122)を前記ガイドボード(120)に対し回動させ
て当該第２ガイドボード(122)の下端を前記ベースボード(118)から離隔して前記大径硬貨
通路(114)を開放させる硬貨返却手段(106)を設けたことを特徴とする請求項２に記載の硬
貨振分装置。
【請求項４】
　同一の硬貨投入口(108)から投入した小径硬貨(SC)及び大径硬貨(LC)を対応する小径硬
貨通路(112)又は大径硬貨通路(114)に案内する硬貨振分装置(100)において、
　平板状のガイドボード(120)の一側に配置され、縦長の硬貨投入口(108)に続いて形成さ
れた横向案内通路(172)と、
　前記横向案内通路(172)に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路(174)と、
　前記ガイドボード(120)に対し前記硬貨振分通路(174)と同一側に設けられた前記小径硬
貨通路(112)と、
　前記ガイドボード(120)に対する前記小径硬貨通路(112)の反対側に配置された前記大径
硬貨通路(114)と、
　前記硬貨投入口(108)の下方において前記硬貨振分通路(174)に臨んで所定の間隔で配置
された第1係止体(210A)と第2係止体(210B)とを含み、前記第１係止体(210A)と前記第２係
止体(210B)は同心状態に配置されると共に、前記第２係止体(210B)は前記第１係止体(210
A)の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第２係止体(210B)が待受位置(SBP)に位置
する場合、前記第１係止体(210A)と前記第２係止体(210B)との距離は前記小径硬貨(SC)の
直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨(SC)又は大径硬貨(LC)を保持した際、そ
れら小径硬貨(SC)又は大径硬貨(LC)の重量によって前記硬貨投入口(108)から遠ざかる方
向に回動する前記第２係止体(210B)を備える硬貨選別クレードル(152)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)が所定量回動された場合、前記第２係止体(210B)との距
離が前記小径硬貨(SC)の直径よりも大きいが、前記大径硬貨(LC)の直径よりも小さくなる
よう設定された前記第１係止体(210A)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)の回動を、前記第１係止体(210A)と前記第２係止体(210B
)との距離が前記小径硬貨(SC)の直径よりも大きくなった前記第２係止体(210B)の回動位
置であって、かつ、前記大径硬貨(LC)の重心(G)が前記硬貨投入口(108)側であり、さらに
、前記大径硬貨(LC)が自重により落下可能な位置において停止させる硬貨選別ストッパ(2
28)と、
　前記硬貨選別ストッパ(228)の近傍の前記ガイドボード(120)に形成され、前記大径硬貨
(LC)が通過可能であって、かつ、前記大径硬貨通路(114)に連通する移動開口(186)と、
　前記硬貨選別クレードル(152)が前記硬貨選別ストッパ(228)に係止されて前記大径硬貨
(LC)が自重によって落下する際、前記硬貨選別ストッパ(228)よりも前記硬貨投入口(108)
側に配置され、前記自重によって落下する大径硬貨(LC)を前記移動開口(186)を通って前
記大径硬貨通路(114)へ案内する移動ガイド(202)と、
　前記小径硬貨通路(112)に配置され、前記小径硬貨(SC)を保留しない第１待機位置(SB1)
と前記小径硬貨(SC)を保留する第１保留位置(ST1)及び保留した前記小径硬貨(SC)を解除
する第１解除位置(RE1)をとり得る小径硬貨保留装置(300)と、
　前記大径硬貨通路(114)に配置され、前記大径硬貨(LC)を保留しない第２待機位置(SB2)
と前記大径硬貨(LC)を保留する第２保留位置(ST2)及び保留した前記大径硬貨(LC)を解除
する第２解除位置(RE2)をとり得る大径硬貨保留装置(302)と、
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　前記小径硬貨保留装置(300)が前記第１保留位置(ST1)に位置する場合、前記大径硬貨保
留装置(302)を前記第２保留位置(ST2)をとることは可能であるが、前記第２解除位置(RE2
)への移動を不能とし、前記大径硬貨保留装置(302)が前記第２保留位置(ST2)に位置する
場合、前記小径硬貨保留装置(300)を前記第１保留位置(ST1)をとることは可能であるが、
前記第１解除位置(RE1)への移動を不能とし、かつ、前記小径硬貨保留装置(300)及び前記
大径硬貨保留装置(302)が共に前記第１保留位置(ST1)、前記第２保留位置(ST2)になった
場合、前記第１解除位置(RE1)又は前記第２解除位置(RE2)へ移動可能とする連携装置(310
)と、
を有することを特徴とする硬貨振分装置を備えた硬貨選別装置。
【請求項５】
  前記小径硬貨保留装置(300)は、前記ガイドボード(120)に対し横向きに配置された保留
第１軸(314)と、前記保留第１軸(314)の軸心に対し同一円上に形成された第１待機規制部
(336)と第１保留規制部(338)、及び、第１連携阻止部(344)が形成された小径規制体(308)
と、前記小径規制体(308)に一体に形成されると共に一端部が前記小径硬貨通路(112)側に
配置されて前記小径硬貨(SC)を保持する小径係止部(324)とを含み、
  前記大径硬貨保留装置(302)は、前記保留第１軸(314)の軸心に対し同一円上に形成され
た第２待機規制部(412)と第２保留規制部(414)、及び、第２連携阻止部(364)を含む大径
規制体(386)と、一端部が保留第３軸(388)に回動自在に取付られると共に他端部が前記大
径硬貨通路(114)に位置して前記大径硬貨(LC)を保持する大径係止部(390)を有する大径係
止体(384)と、前記大径規制体(386)と前記大径係止体(384)とをリンク結合するリンク装
置(426)とを含み、
  前記連携装置(310)は、中間を保留第２軸(368)に回動自在に支持された揺動体(354)の
一端部に設けられた保留第１ストッパ(348)及び他端部に設けられた保留第２ストッパ(35
8)を含み、前記保留第１ストッパ(348)が前記第１待機規制部(338)と前記第２待機規制部
(412)を係止する際は前記保留第２ストッパ(358)は前記第１連携阻止部(344)と前記第２
連携阻止部(364)に相対し、及び、前記保留第１ストッパ(348)が前記第１保留規制部(338
)と前記第２保留規制部(414)を係止する際は前記保留第２ストッパ(358)は前記第１連携
阻止部(344)と前記第２連携阻止部(364)と非相対位置になる
  ことを特徴とする請求項４に記載した硬貨振分装置を備えた硬貨選別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異なる金種の硬貨を機械的に金種毎に異なる硬貨通路へ振り分ける硬貨振分
装置に関する。換言すれば、直径の異なる大径硬貨と小径硬貨をそれぞれ対応する大径硬
貨通路又は小径硬貨通路に機械的に振り分ける硬貨振分装置に関する。
　さらに、小径硬貨たる100円硬貨と大径硬貨たる10円硬貨とをそれぞれ小径硬貨通路た
る100円硬貨通路又は大径硬貨通路たる10円硬貨通路に機械的に振り分ける硬貨振分装置
に関する。
　さらにまた、本発明は異なる金種の硬貨を機械的に金種毎に異なる硬貨通路へ振り分け
た後、金種毎に保留し、所定の金額が保留された場合、保留した硬貨を開放できる硬貨振
分装置を備えた硬貨選別装置に関する。
　詳しくは、本発明は異なる金種の硬貨を機械的に金種毎に異なる硬貨通路へ振り分けた
後、金種毎に保留し、所定の金額が保留された場合、自動的に開放するようにした機械式
の硬貨振分装置を備えた硬貨選別装置に関する。
　さらには、直径及び重量が近似する大径硬貨及び小径硬貨の両方とも正貨と偽貨とに選
別した後、大径硬貨と小径硬貨とに分けて所定数保留し、保留硬貨が所定金額に達した場
合、自動的に開放する機械式の硬貨振分装置を用いる硬貨選別装置に関する。
　なお、本明細書で使用する「硬貨」は、通貨であるコインの他、ゲーム機のメダルやト
ークン等の代用貨幣または類似のものを包含し、形状は円盤型及び英国20ペンス及び50ペ
ンスのような多角形であるが実質円形状の硬貨を含む。
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【背景技術】
【０００２】
　複数の金種の硬貨を機械的に振分する第1の従来技術として本出願人が提案した、コイ
ンの厚みより僅かに大きい間隔で垂直に対向配置した平板状のベースボードとガイドボー
ドとより画定され、コイン口に続いて上下方向に延びるコイン通路と、前記コイン口の下
方において前記コイン通路に臨んで所定の選別すべき大径コインよりも僅かに小さい間隔
で配置された第1係止体と第2係止体とを含み、選別する大径コインを保持した際、所定の
横方向に回動する大径コイン用クレードル、 前記大径コイン用クレードルよりも下流の
前記コイン通路に臨んで所定の選択すべき小径コインよりも僅かに小さい間隔で配置され
第3係止体と第4係止体とを含み、選別する小径コインを保持した際、前記大径コイン用ク
レードルと同じ横方向に回動される小径コイン用クレードル、前記大径コイン用クレード
ルの前記横方向の下流側側方に、前下がりに配置された大径コインガイドレール、前記小
径コイン用クレードルの前記横方向の下流側側方に、前下がりに配置された小径コインガ
イドレール、前記大径コインガイドレールの側方の前記ベースボードに開口した透孔、 
前記透孔に続いて前記ベースボードの裏面側に形成した大径コイン通路、及び、前記大径
コイン通路の下端部に形成された大径コイン口、前記小径コインガイドレールの下流に配
置したアンビル、前記アンビルに並列に配置された振分体、前記振分体よりも前記アンビ
ルに近い位置に形成した小径コイン偽貨口、前記振分体よりも前記アンビルに対し遠い位
置に形成した小径コイン正貨口を含むことを特徴とするコイン選別装置が知られている(
例えば、特許文献1参照)。
　第２の従来技術として本出願人の出願に係る、少なくとも異なる金種の第１金種硬貨及
び第２金種硬貨を保留し、所定金額になった場合、当該保留された硬貨を開放するように
した複数金種硬貨保留装置において、垂立する案内板の第1側に設けられた前記第１金種
硬貨のための第１通路と、前記案内板の裏側である第2側に設けられた前記第２金種硬貨
のための第２通路と、前記第１通路に配置され、前記第１金種硬貨を保留しない第１待機
位置と前記第１金種硬貨を保留する第１保留位置及び保留した前記第１金種硬貨を解除す
る第１解除位置をとり得る小径硬貨保留装置、前記第２通路に配置され、前記第２金種硬
貨を保留しない第２待機位置と前記第２金種硬貨を保留する第２保留位置及び保留した前
記第２金種硬貨を解除する第２解除位置をとり得る大径硬貨保留装置、前記小径硬貨保留
装置が前記第１保留位置に位置する場合、前記大径硬貨保留装置を前記第２保留位置をと
ることは可能であるが、前記第２解除位置への移動を不能とし、前記大径硬貨保留装置が
前記第２保留位置に位置する場合、前記小径硬貨保留装置を前記第１保留位置をとること
は可能であるが、前記第１解除位置への移動を不能とし、かつ、前記小径硬貨保留装置及
び前記大径硬貨保留装置が共に前記第１保留位置、前記第２保留位置になった場合、前記
第１解除位置又は前記第２解除位置へ移動可能とする第１連携装置、を有することを特徴
とする複数金種硬貨保留装置が知られている(例えば、特許文献2参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2013-105296（図1～図15、段落0006～0023）
【特許文献２】特開2014-041409（図1～図31、段落0006～0025）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の硬貨振分装置は、用いられる機器がゲーム機やコイン作動式自動機器であるた
め設置スペースが限られている。具体的には、縦横の寸法において3.5インチが世界的な
デファクトスタンダードになっており、改良や機能を追加する場合であっても、互換性を
確保するため、当該寸法の内に収めなければならない。
　第1の従来技術において、大径コインは、大径コイン用クレードルによって横方向へ案
内された後、大径コインガイドレール上を転動した後、ベースボードに形成された透孔を
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通って当該ベースボードの裏面側に案内された後、大径コイン口から落下する。小径コイ
ンは、大径コイン用クレードルに支持されることなく落下した後、下方に配置されている
小径コイン用クレードルによって支持され、自身の重量によって生じるモーメントによっ
て横方向へ案内されて小径コインガイドレール上に落下して当該小径コインガイドレール
上を転動した後、アンビルに衝突させることで正貨と偽貨とに振り分けている。
　この構成は、世界的な機械式硬貨選別装置のデファクトスタンダードである縦横3.5イ
ンチの範囲を振分装置としてフルに使用する場合においては実現可能であるが、フルに使
用できない場合には設置することができない問題がある。換言すれば、追加機能構造によ
って硬貨振分装置の設置範囲が狭められた場合には設置できない問題がある。その原因は
、大径コイン及び小径コイン共に横向きの投入通路から投入される場合、クレードルに達
する前にコインの位置及び挙動を安定させるために短いながらも横向きの通路が必要であ
るため、当該横向き通路の長さ分、大型化してしまうためである。
　第2の従来技術においては、大径硬貨と小径硬貨とを振分する機構は第１の従来技術と
同一であり、さらに、最初に投入された大径硬貨又は小径硬貨を保留し、次ぎに投入され
た大径硬貨又は小径硬貨によって、所定の組合せになった場合、当該保留を解いて大径硬
貨及び小径硬貨を受入れるようになっている。したがって、保留機能を担う構成を設置す
るため第１の従来技術同様に一層の小型化が必要である。換言すれば、保留装置を備えな
ければならないので複数金種振分装置を一層小型化せねばならない問題がある。
【０００５】
　本発明の基本的目的たる第１の目的は、複数金種の硬貨を各金種別に振分することがで
きる小型の機械式の複数金種振分装置を提供すること、換言すれば、大径硬貨と小径硬貨
との二金種を正貨と偽貨に選別できると共に大径硬貨を大径硬貨通路に、小径硬貨を小径
硬貨通路に振り分け出来る機械式の硬貨振分装置を提供することである。
　本発明の従的目的たる第２の目的は、複数金種硬貨の硬貨を各金種別に振分することが
できる小型であって、かつ、安価な機械式の複数金種振分装置を提供することである。
　本発明の従的目的たる第３の目的は、複数金種の硬貨を各金種別に振分することができ
ると共に、返却する際に硬貨ジャムを生じない機械式の硬貨振分装置を提供することであ
る。
　本発明の従的目的たる第４の目的は、複数金種の硬貨を各金種別に振分することができ
ると共に正貨を保留した後、開放できる小型の機械式、換言すれば、小型であって、電源
が無くとも複数金種の硬貨を保留し、所定金額になった場合に開放して受け入れることが
できる、更に換言すれば、大径硬貨と小径硬貨との二金種を正貨と偽貨に選別できると共
に大径硬貨を大径硬貨通路に、小径硬貨を小径硬貨通路に振り分けた後、正貨を保留し、
かつ、大径硬貨と小径硬貨とがそれぞれ所定数になった場合に開放できる硬貨振分装置を
有する硬貨選別装置を提供することである。
　本発明の従的目的たる第５の目的は、複数金種の硬貨を各金種別に振分することができ
ると共に正貨を保留した後、開放できる小型の機械式であって、かつ、安価な硬貨振分装
置を有する硬貨選別装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するため、請求項１に係る第１の発明は以下のように構成されている。
　同一の縦長の硬貨投入口から投入した小径硬貨及び大径硬貨を対応する小径硬貨通路又
は大径硬貨通路に案内する硬貨振分装置において、
　平板状のガイドボードの一側に配置され、前記硬貨投入口(108)に続いて形成された横
向案内通路と、
　前記横向案内通路に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路と、
　前記ガイドボードに対し前記硬貨振分通路と同一側に設けられた前記小径硬貨通路と、
　前記ガイドボードに対する前記小径硬貨通路の反対側に配置された前記大径硬貨通路と
、
　前記硬貨投入口の下方において前記硬貨振分通路に臨んで所定の間隔で配置された第1
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係止体と第2係止体とを含み、前記第１係止体と前記第２係止体は同心状態に配置される
と共に、前記第２係止体は前記第１係止体の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第
２係止体が待受位置に位置する場合、前記第１係止体と前記第２係止体との距離は前記小
径硬貨の直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨又は大径硬貨を保持した際、そ
れら小径硬貨又は大径硬貨の重量によって前記硬貨投入口から遠ざかる方向に回動する前
記第２係止体を備える硬貨選別クレードルと、
　前記硬貨選別クレードルが所定量回動された場合、前記第２係止体との距離が前記小径
硬貨の直径よりも大きいが、前記大径硬貨の直径よりも小さくなるよう設定された前記第
１係止体と、
　前記硬貨選別クレードルの回動を、前記第１係止体と第２係止体との距離が前記小径硬
貨の直径よりも大きくなった前記第２係止体の回動位置であって、かつ、前記大径硬貨の
重心が前記硬貨投入口側であり、さらに、前記大径硬貨が自重により落下可能な位置にお
いて停止させる硬貨選別ストッパと、
　前記硬貨選別ストッパの近傍の前記ガイドボードに形成され、前記大径硬貨が通過可能
であって、かつ、前記大径硬貨通路に連通する移動開口と、
　前記硬貨選別クレードルが前記硬貨選別ストッパに係止されて前記大径硬貨が自重によ
って落下する際、前記硬貨選別ストッパよりも前記硬貨投入口側に配置され、前記自重に
よって落下する大径硬貨を前記移動開口を通って前記大径硬貨通路へ案内する移動ガイド
と
を設けたことを特徴とする硬貨振分装置である。
【０００７】
　請求項２に係る第２の発明は、同一の縦長の硬貨投入口から投入した小径硬貨及び大径
硬貨を対応する小径硬貨通路又は大径硬貨通路に案内する硬貨振分装置において、
　前記小径硬貨、及び、前記大径硬貨の厚みより僅かに大きい間隔で垂直に対向配置した
平板状のベースボードとガイドボードとの間において、前記硬貨投入口に続いて形成され
た横向案内通路と、
　前記横向案内通路に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路と、
　前記硬貨振分通路に連通し、前記ガイドボードに対し前記硬貨振分通路と同じ側に設け
られた小径硬貨のための小径硬貨通路と、
　前記ガイドボードに対し前記小径硬貨通路の反対側に設けられ、前記ガイドボードに取
り付けられた第２ガイドボードとの間に形成された大径硬貨のための大径硬貨通路と、
　前記硬貨投入口の下方において前記硬貨振分通路に臨んで所定の間隔で配置された第1
係止体と第2係止体とを含み、前記第１係止体と前記第２係止体は同心状態に配置される
と共に、前記第２係止体は前記第１係止体の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第
２係止体が待受位置に位置する場合、前記第１係止体と前記第２係止体との距離は前記小
径硬貨の直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨又は大径硬貨を保持した際、そ
れら小径硬貨又は大径硬貨の重量によって前記硬貨投入口から遠ざかる方向に回動する前
記第２係止体を備える硬貨選別クレードルと、
　前記硬貨選別クレードルが所定量回動された場合、前記第２係止体との距離が前記小径
硬貨の直径よりも大きいが、前記大径硬貨の直径よりも小さくなるよう設定された前記第
１係止体と、
　前記硬貨選別クレードルの回動を、前記第１係止体と第２係止体との距離が前記小径硬
貨の直径よりも大きくなった前記第２係止体の回動位置であって、かつ、前記大径硬貨の
重心が前記硬貨投入口側であり、さらに、前記大径硬貨が自重により落下可能な位置にお
いて停止させる硬貨選別ストッパと、
　前記硬貨選別ストッパの近傍の前記ガイドボードに形成され、前記大径硬貨が通過可能
なであって、かつ、前記大径硬貨通路に連通する移動開口と、
　前記硬貨選別クレードルが前記硬貨選別ストッパに係止されて前記大径硬貨が自重によ
って落下する際、前記硬貨選別ストッパよりも前記硬貨投入口側に配置され、前記自重に
よって落下する大径硬貨を前記移動開口を通って前記大径硬貨通路へ案内する移動ガイド
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と
を設けたことを特徴とする硬貨振分装置である。
【０００８】
　請求項３に係る第３の発明は、前記ガイドボードは前記ベースボードに対し上端部にお
いて回動自在であって、かつ、前記ベースボード側に近づくように付勢されると共に、前
記小径硬貨通路を画定するための前記小径硬貨(SC)用のガイドレールが配置され、
　前記ガイドボードに対し前記ベースボードの反対側に、前記ガイドボードに対し回動可
能に支持されると共に前記大径硬貨(LC)用の第２ガイドボードが配置され、
　返却レバの操作に連動して最初に前記ガイドボードを回動させて当該ガイドボードの下
端を前記ベースボードから離隔して前記小径硬貨通路の下端部を開放させた後、前記第２
ガイドボードを前記ガイドボードに対し回動させて当該第２ガイドボードの下端を前記ベ
ースボードから離隔して前記大径硬貨通路を開放させる硬貨返却手段を設けたことを特徴
とする請求項２に記載の硬貨振分装置である。
【０００９】
　請求項４に係る第４の発明は、同一の硬貨投入口から投入した小径硬貨及び大径硬貨を
対応する小径硬貨通路又は大径硬貨通路に案内する硬貨振分装置において、
　平板状のガイドボードの一側に配置され、縦長の硬貨投入口に続いて形成された横向案
内通路と、
　前記横向案内通路に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路と、
　前記ガイドボードに対し前記硬貨振分通路と同一側に設けられた前記小径硬貨通路と、
　前記ガイドボードに対する前記小径硬貨通路の反対側に配置された前記大径硬貨通路と
、
　前記硬貨投入口の下方において前記硬貨振分通路に臨んで所定の間隔で配置された第1
係止体と第2係止体とを含み、前記第１係止体と前記第２係止体は同心状態に配置される
と共に、前記第２係止体は前記第１係止体の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第
２係止体が待受位置に位置する場合、前記第１係止体と前記第２係止体との距離は前記小
径硬貨の直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨又は大径硬貨を保持した際、そ
れら小径硬貨又は大径硬貨の重量によって前記硬貨投入口から遠ざかる方向に回動する前
記第２係止体を備える硬貨選別クレードルと、
　前記硬貨選別クレードルが所定量回動された場合、前記第２係止体との距離が前記小径
硬貨の直径よりも大きいが、前記大径硬貨の直径よりも小さくなるよう設定された前記第
１係止体と、
　前記硬貨選別クレードルの回動を、前記第１係止体と前記第２係止体との距離が前記小
径硬貨の直径よりも大きくなった前記第２係止体の回動位置であって、かつ、前記大径硬
貨の重心が前記硬貨投入口側であり、さらに、前記大径硬貨が自重により落下可能な位置
において停止させる硬貨選別ストッパと、
　前記硬貨選別ストッパの近傍の前記ガイドボードに形成され、前記大径硬貨が通過可能
であって、かつ、前記大径硬貨通路に連通する移動開口と、
　前記硬貨選別クレードルが前記硬貨選別ストッパに係止されて前記大径硬貨が自重によ
って落下する際、前記硬貨選別ストッパよりも前記硬貨投入口側に配置され、前記自重に
よって落下する大径硬貨を前記移動開口を通って前記大径硬貨通路へ案内する移動ガイド
と、
　前記小径硬貨通路に配置され、前記小径硬貨を保留しない第１待機位置と前記小径硬貨
を保留する第１保留位置及び保留した前記小径硬貨を解除する第１解除位置をとり得る小
径硬貨保留装置と、
　前記大径硬貨通路に配置され、前記大径硬貨を保留しない第２待機位置と前記大径硬貨
を保留する第２保留位置及び保留した前記大径硬貨を解除する第２解除位置をとり得る大
径硬貨保留装置と、
　前記小径硬貨保留装置が前記第１保留位置に位置する場合、前記大径硬貨保留装置を前
記第２保留位置をとることは可能であるが、前記第２解除位置への移動を不能とし、前記
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大径硬貨保留装置が前記第２保留位置に位置する場合、前記小径硬貨保留装置を前記第１
保留位置をとることは可能であるが、前記第１解除位置への移動を不能とし、かつ、前記
小径硬貨保留装置及び前記大径硬貨保留装置が共に前記第１保留位置、前記第２保留位置
になった場合、前記第１解除位置又は前記第２解除位置へ移動可能とする連携装置と、
を有することを特徴とする硬貨振分装置を備えた硬貨選別装置である。
【００１０】
  請求項５に係る第５の発明は、前記小径硬貨保留装置は、前記ガイドボードに対し横向
きに配置された保留第１軸と、前記保留第１軸の軸心に対し同一円上に形成された第１待
機規制部と第１保留規制部、及び、第１連携阻止部が形成された小径規制体と、前記小径
規制体に一体に形成されると共に一端部が前記小径硬貨通路側に配置されて前記小径硬貨
を保持する小径係止部とを含み、
  前記大径硬貨保留装置は、前記保留第１軸の軸心に対し同一円上に形成された第２待機
規制部と第２保留規制部、及び、第２連携阻止部を含む大径規制体と、一端部が保留第３
軸に回動自在に取付られると共に他端部が前記大径硬貨通路に位置して前記大径硬貨を保
持する大径係止部を有する大径係止体と、前記大径規制体と前記大径係止体とをリンク結
合するリンク装置とを含み、
  前記連携装置は、中間を保留第２軸に回動自在に支持された揺動体の一端部に設けられ
た保留第１ストッパ及び他端部に設けられた保留第２ストッパを含み、前記保留第１スト
ッパが前記第１待機規制部と前記第２待機規制部を係止する際は前記保留第２ストッパは
前記第１連携阻止部と前記第２連携阻止部に相対し、及び、前記保留第１ストッパが前記
第１保留規制部と前記第２保留規制部を係止する際は前記保留第２ストッパは前記第１連
携阻止部と前記第２連携阻止部と非相対位置になる
  ことを特徴とする請求項４に記載した硬貨振分装置を備えた硬貨選別装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　第１の発明によれば、同一の縦向きの硬貨投入口に投入された小径硬貨又は大径硬貨は
、ガイドボードの一側に配置された横向案内通路を転動することにより、姿勢及び移動速
度を所定範囲に制限された後、上下方向に延びる硬貨振分通路を落下する。硬貨振分通路
に臨んでいる第１係止体及び第２係止体が待受状態である場合、第１係止体と第２係止体
とが小径硬貨の直径よりも僅かに小さい間隔で配置されている。したがって、大径硬貨又
は小径硬貨は、第１係止体と第２係止体とによって支えられる。これにより、硬貨選別ク
レードルに作用するモーメントが逆転し、第２係止体は第１係止体回りを所定方向である
硬貨投入口から離れる方向へ回動される。そして、硬貨選別クレードルが所定量回動され
、第１係止体に対する第２係止体の位置関係が所定の関係になった場合、第１係止体と第
２係止体との間隔が小径硬貨の直径よりも大きくなるが、大径硬貨の直径よりは小さい。
そして、硬貨選別クレードルは、所定角度回動されると、硬貨選別ストッパに係止されて
当該回動を停止させられる。したがって、小径硬貨は第１係止体及び第２係止体の両方に
よって移動の制約を受けないので、硬貨選別クレードルが硬貨選別ストッパに係止された
位置における小径硬貨の回動経路に対して法線方向へ、硬貨選別クレードルの回動と一体
的に回動した際の慣性力によって、慣性移動して振り分けられる。
　一方、硬貨選別クレードルが硬貨選別ストッパに係止された場合であっても、第１係止
体と第２係止体との間隔は、大径硬貨の直径よりも小さいことから、大径硬貨は小径硬貨
と同様の慣性力による法線方向の移動が阻止される。しかし、第２係止体が硬貨選別スト
ッパに係止された位置において、当該大径硬貨の重心は、前記第２係止体よりも硬貨投入
口側に位置することから、大径硬貨には自身の重量によって、前記第２係止体との接点を
支点にして回動するモーメントが作用する。このモーメントによって、大径硬貨は第２係
止体との接点を支点に回動するようにして落下することから、硬貨投入口側へ近づきつつ
落下する。
　この移動過程において、大径硬貨の硬貨投入口側の端部は、移動ガイドによって大径通
路側へ案内されることから、結果として、ガイドボードに形成された移動開口を通って大
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径硬貨通路へ案内される。
　したがって、硬貨投入口に続いて横向案内通路が形成されている場合であっても、大径
硬貨は硬貨選別クレードルが硬貨選別ストッパに係止された際に、第２係止部との接点を
支点として硬貨投入口側へ戻される移動を利用して移動ガイドによって大径硬貨通路へ案
内することから、硬貨投入口から離れる方向の寸法を大きくせずとも小径硬貨と大径硬貨
とに振り分けることが出来るので、本発明の基本的目的である第１の目的を達成できる利
点がある。
【００１２】
　第２の発明によれば、同一の縦向きの硬貨投入口に投入された小径硬貨又は大径硬貨は
、ベースボードとガイドボードとの間に形成された小径硬貨及び大径硬貨の厚みよりも僅
かに大きい間隔で形成された横向きの案内通路を転動することにより、姿勢及び移動速度
を所定範囲に制限された後、上下方向に延びる硬貨振分通路を落下する。硬貨振分通路に
臨んでいる第１係止体及び第２係止体が待受状態である場合、第１係止体と第２係止体と
が小径硬貨の直径よりも僅かに小さい間隔で配置されている。したがって、大径硬貨又は
小径硬貨の何れもの落下途上において、第１係止体と第２係止体とによって支えられる。
これにより、硬貨選別クレードルに作用するモーメントが逆転し、第２係止体は第１係止
体回りを所定方向、換言すれば硬貨投入口から離れる方向へ回動される。そして、硬貨選
別クレードルが所定量回動され、第１係止体に対する第２係止体の位置関係が所定の関係
になった場合、第１係止体と第２係止体との間隔が小径硬貨の直径よりも大きくなるが、
大径硬貨の直径よりは小さい。そして、硬貨選別クレードルが所定角度回動された場合、
硬貨選別ストッパに係止されて当該回動を停止させられる。したがって、小径硬貨は第１
係止体及び第２係止体の両方によって移動の制約を受けないので、硬貨選別クレードルが
硬貨選別ストッパに係止された位置における小径硬貨の回動経路に対して法線方向へ、硬
貨選別クレードルの回動と一体的に回動した際の慣性力によって慣性移動し、ガイドボー
ドに対して硬貨振分通路と同じ側に配置された小径硬貨通路に振り分けられる。
　一方、第１係止体と第２係止体との間隔は、硬貨選別クレードルが硬貨選別ストッパに
係止された場合であっても、大径硬貨の直径よりも小さいことから、大径硬貨は小径硬貨
と同様な慣性力による移動は阻止される。しかし、第２係止体が硬貨選別ストッパに係止
された位置において、当該大径硬貨の重心は、第２係止体との接点よりも硬貨投入口側に
位置することから、大径硬貨には、自身の重量によって、第２係止体との接点を支点とし
て硬貨投入口側へ回動しつつ落下するモーメントが作用する。このモーメントによって、
大径硬貨は第２係止体との接点を支点に回動するようにして落下することから、硬貨投入
口側へ近づきつつ落下する。
　大径硬貨のこの移動過程において、その硬貨投入口側の端部は、移動ガイドによってガ
イドボードと第２ガイドボードとの間に形成された大径通路側へ案内されることから、結
果として、ガイドボードに形成された移動開口を通ってガイドボードに対し小径硬貨通路
の反対側に形成された大径硬貨通路へ案内される。
　したがって、硬貨投入口に続いて横向案内通路が形成されている場合であっても、大径
硬貨は硬貨選別クレードルが硬貨選別ストッパに係止された際に、第２係止部との接点を
支点として硬貨投入口側へ戻される移動を利用して移動ガイドによって大径硬貨通路へ案
内されることから、硬貨投入口から離れる方向の寸法を大きくせずとも小径硬貨と大径硬
貨とに振り分け出来、本発明の基本的目的たる第１の目的を達成できる利点がある。
　さらに、本第２の発明においては、ベースボードとガイドボードとにより構成できるの
で、安価に構成でき、本発明の従的目的である第２の目的を達成できる利点がある。
【００１３】
　第３の発明において、ベースボードと共同して小径硬貨通路構成するガイドボードは、
その上端部においてベースボードに対して回動自在であり、下端部には小径硬貨用のガイ
ドレールが配置されている。これにより、ガイドボードを回動させた場合、小径硬貨通路
の下面に小径硬貨用のガイドレールが位置せず、さらに小径硬貨用のガイドレール上面が
その長手に対して横方向下向きに傾斜することから、当該ガイドレール上に載っている小
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径硬貨は小径硬貨通路から落下することができる。
　また、ベースボードに対するガイドボードの反対側にはガイドボードに対し回動可能で
あって、下端部に大径硬貨用のガイドレールが配置された第２ガイドボードが取りつけら
れている。これにより、第２ガイドボードを回動させた場合、大径硬貨通路の下面に大径
硬貨用のガイドレールが位置せず、さらに、大径硬貨用ガイドレールの上面がその長手に
対して横方向下向きに傾斜することから、当該大径硬貨用ガイドレールの上面に載ってい
る大径硬貨は大径硬貨通路から落下することができる。
　さらに、返却レバが返却操作された場合、硬貨返却手段は、最初にガイドボードをベー
スボードに対して回動、すなわち、第２ガイドボードも一体的に回動させた後、第２ガイ
ドボードをガイドボードに対して回動させる。換言すれば、返却レバの操作によって、最
初に小径硬貨が落下されて返却された後、次ぎに大径硬貨が落下されて返却される。これ
によって、大径硬貨と小径硬貨とが同時に返却通路に落下することが無いのでコインジャ
ムを生ぜず、大径硬貨と小径硬貨の返却を確実に行うことができ、本発明の第３の目的を
達成することが出来る。
【００１４】
　第４の発明において、大径硬貨と小径硬貨との硬貨振分装置の構成は、第１の発明と同
一であるので第１の発明を同一の利点がある。、
　さらに、第４の発明においては、小径硬貨通路に案内された小径硬貨は、第１待機位置
に位置する小径硬貨保留装置によって小径硬貨通路に、大径硬貨は第２待機位置に位置す
る大径硬貨保留装置によって大径硬貨通路に保留される。小径硬貨保留装置と大径硬貨保
留装置が小径硬貨、大径硬貨を保留する場合、それぞれ待機位置から保留位置へ移動され
る。
　小径硬貨保留装置と大径硬貨保留装置とは、第１連携装置によって、小径硬貨保留装置
と大径硬貨保留装置の両方が保留位置へ移動した場合、それらは大径硬貨又は小径硬貨を
解除するための解除位置へそれぞれ移動可能になる。何れか一方が保留位置へ移動し、他
方が待機位置に位置する場合、連携装置によって、他方の大径保留装置又は小径保留装置
は保留位置への移動は可能であるが、解除位置へは移動することができない。そして、小
径硬貨保留装置と大径硬貨保留装置の両方が保留位置へ移動した場合、両者とも解除位置
へ移動可能になる。換言すれば、小径硬貨と大径硬貨が所定数(所定金額)保留された場合
、小径硬貨保留装置と第２硬貨放流装置は硬貨の解除位置へ移動される。これによって、
小径硬貨保留装置と大径硬貨保留装置から開放された小径硬貨及び大径硬貨は、次工程へ
受け渡される。次工程とは、例えば、金庫である。
　したがって、第３の発明によれば、電源を使用することなく硬貨を金種別に保留し、収
納することができ、本発明の第４の目的を達成できる利点がある。
【００１５】
　第５の発明において、硬貨振分装置の構成は第１の発明と同一であるので本発明の基本
的目的である第１の目的を達成できる利点がある。
　さらに、第５の発明によれば、小径硬貨通路において小径硬貨が小径保持体の小径係止
部に係止された場合、小径硬貨の重量によって、小径規制体は保留第１軸回りに回動され
、第１保留規制部が保留第１ストッパによって係止されて第１保留位置に保持される。こ
の状態において、保留第２ストッパは大径規制体の第２連携阻止部に移動を阻止されて係
止解除位置へは移動することが出来ない。したがって、小径規制体は第１保留位置に保持
され、大径規制体は、第２保留位置への移動は可能であるが、係止位置に位置する保留第
２ストッパによって係止され、第２解除位置までは移動することができない。
　この状態において、大径硬貨が大径係止部を押動した場合、大径係止体は第１保留位置
へ移動され、また、その移動に連動して大径規制体は第２保留第１軸回りに回動される。
　一方、保留第２ストッパが第１連携阻止部及び第２連携阻止部から外れた場合、保留第
１ストッパは第１保留規制部及び第２保留規制部から係止の解除方向への回動力を受ける
ので、係止解除位置へ回動され、小径規制体及び大径規制体は第１解除位置及び第２解除
位置へそれぞれ回動される。これによって、小径硬貨及び大径硬貨は開放され、自重によ
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って下方へ落下し、次工程、例えば金庫へ受け渡される。
　小径硬貨又は大径硬貨による回動力を受けなくなった小径規制体及び大径規制体は、自
己モーメント又は付勢力によって、第１待機位置及び第２待機位置へ向かって回動し、そ
れぞれ第１待機位置又は第２待機位置に静止され、待受状態になる。
　先に大径硬貨が投入された場合、当該大径硬貨は大径保持部によって大径硬貨通路に保
持されるが、保留第１ストッパが第２保留規制部を係止するので、大径規制体は第２保留
位置に保持される。
　次に小径硬貨が投入された場合、小径係止部が小径硬貨によって押動されることにより
、小径規制体が第１保留位置へ回動されるので、保留第１ストッパは大径規制体の第１保
留規制部に対する係止を解くと共に解除位置へ向けて回動する。これによって、大径規制
体は第２解除位置へ回動可能になる。小径規制体及び大径規制体が第１保留位置及び第２
保留位置へ回動した場合、前述のように保留第１ストッパによる第１保留規制部、第２保
留規制部の係止を解除し、それぞれ第１解除位置又は第２解除位置へ回動することができ
るようになる。これによって、前述同様に小径硬貨及び大径硬貨を次工程へ受け渡すこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の正面左側
上方からの斜視図である。
【図２】図２は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の左側面図
である。
【図３】図３は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の右側面図
である。
【図４】図４は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の右側後方
からの斜視図である。
【図５】図5は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の左側後上
方からの分解斜視図である。
【図６】図6は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例のベースボ
ードの一部を削除した状態の右側面図である。
【図７】図7は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例のベースボ
ードの一部を削除した状態の右側後方上方からの斜視図である。
【図８】図8は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例のベースボ
ードの左側前方下方からの斜視図である。
【図９】図9は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例のガイドボ
ードの右側前方からの斜視図である。
【図１０】図10は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の小径硬
貨ガイドレールの斜視図である。
【図１１】図11は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例のガイド
ボードの左下側からの斜視図である。
【図１２】図12は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の硬貨選
別クレードルの作用説明図である。
【図１３】図13は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の小径硬
貨の選別を説明するための硬貨振分装置の説明図である。
【図１４】図14は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の大径硬
貨の選別を説明するための斜視図である。
【図１５】図15は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例のフロン
トパネルを取り外した状態の正面図である。
【図１６】図16は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の大径硬
貨の選別を説明するための説明図である。
【図１７】図17は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の小径硬
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貨保留装置の説明図である。
【図１８】図18は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の小径硬
貨保留装置の小径規制体の説明図である。
【図１９】図19は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の硬貨保
留装置の連携阻止装置を説明するための斜視図である。
【図２０】図20は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の硬貨振
分装置の一部を構成する振分体の斜視図である。
【図２１】図21は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の小径硬
貨保留装置の作用を説明するための説明図であって、(Ａ)は保留状態、(Ｂ)は受入状態の
図である。
【図２２】図22は、本発明にかかる大径硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の大
径硬貨保留装置を説明するための説明図である。
【図２３】図23は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の大径硬
貨保留装置の作用を説明するための説明図であって、(Ａ)は待機状態、(Ｂ)は保留状態の
図である。
【図２４】図24は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の大径硬
貨保留装置の作用説明図であって、（Ａ）は保留状態、（Ｂ）は受入状態である。
【図２５】図25は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の硬貨保
留装置の作動を説明する図であり、（Ａ）は小径硬貨保留装置の待機状態、（Ｂ）は大径
硬貨保留装置の待機状態、（Ｃ）は小径硬貨保留装置の保留状態、（Ｄ）は大径硬貨保留
装置の保留状態である。
【図２６】図26は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の硬貨保
留装置の作動を説明する図であり、（Ａ）は小径硬貨保留装置の受入状態、（Ｂ）は大径
硬貨保留装置の受入状態、（Ｃ）は小径硬貨保留装置の返却状態、（Ｄ）は大径硬貨保留
装置の返却状態である。
【図２７】図27は、本発明にかかる硬貨振分装置を有する硬貨選別装置の実施例の硬貨保
留装置の保留解除装置の作動を説明する図であり、（Ａ）は小径硬貨保留装置における保
留解除装置の不作動状態、（Ｂ）は小径硬貨保留装置における保留解除装置の不作動状態
、（Ｃ）は小径硬貨保留装置における保留解除装置の作動状態、（Ｄ）は大径硬貨保留装
置における保留解除装置の作動状態である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の硬貨振分装置の最良の形態は、同一の縦長の硬貨投入口から投入した小径硬貨
及び大径硬貨を対応する小径硬貨通路又は大径硬貨通路に案内する硬貨振分装置において
、
　前記小径硬貨、及び、前記大径硬貨の厚みより僅かに大きい間隔で垂直に対向配置した
平板状のベースボードとガイドボードとの間において、前記硬貨投入口に続いて形成され
た横向案内通路と、
　前記横向案内通路に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路と、
　前記硬貨振分通路に連通し、前記ガイドボードに対し前記硬貨振分通路と同じ側に設け
られた小径硬貨のための小径硬貨通路と、
　前記ガイドボードに対し前記小径硬貨通路の反対側に設けられ、前記ガイドボードに取
り付けられた第２ガイドボードとの間に形成された大径硬貨のための大径硬貨通路と、
　前記硬貨投入口の下方において前記硬貨振分通路)に臨んで所定の間隔で配置された第1
係止体と第2係止体とを含み、前記第１係止体と前記第２係止体は同心状態に配置される
と共に、前記第２係止体は前記第１係止体の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第
２係止体が待受位置に位置する場合、前記第１係止体と前記第２係止体との距離は前記小
径硬貨の直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨又は大径硬貨)を保持した際、
それら小径硬貨又は大径硬貨の重量によって前記硬貨投入口から遠ざかる方向に回動する
前記第２係止体を備える硬貨選別クレードルと、



(14) JP 6183614 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

　前記硬貨選別クレードルが所定量回動された場合、前記第２係止体)との距離が前記小
径硬貨の直径よりも大きいが、前記大径硬貨の直径よりも小さくなるよう設定された前記
第１係止体と、
　前記硬貨選別クレードルの回動を、前記第１係止体と第２係止体との距離が前記小径硬
貨の直径よりも大きくなった前記第２係止体の回動位置であって、かつ、前記大径硬貨の
重心が前記硬貨投入口)側であり、さらに、前記大径硬貨が自重により落下可能な位置に
おいて停止させる硬貨選別ストッパと、
　前記硬貨選別ストッパの近傍の前記ガイドボードに形成され、前記大径硬貨が通過可能
なであって、かつ、前記大径硬貨通路に連通する移動開口と、
　前記硬貨選別クレードルが前記硬貨選別ストッパに係止されて前記大径硬貨が自重によ
って落下する際、前記硬貨選別ストッパよりも前記硬貨投入口側に配置され、前記自重に
よって落下する大径硬貨を前記移動開口を通って前記大径硬貨通路へ案内する移動ガイド
と
を設けたことを特徴とする硬貨振分装置である。
【００１８】
　また、本発明の硬貨振分装置を備える硬貨選別装置の最良の形態は、同一の硬貨投入口
から投入した小径硬貨及び大径硬貨を対応する小径硬貨通路又は大径硬貨通路に案内する
硬貨振分装置において、
　平板状のガイドボードの一側に配置され、縦長の硬貨投入口に続いて形成された横向案
内通路と、
　前記横向案内通路に続いて形成された上下方向に延びる硬貨振分通路と、
　前記ガイドボードに対し前記硬貨振分通路と同一側に設けられた前記小径硬貨通路と、
　前記ガイドボードに対する前記小径硬貨通路の反対側に配置された前記大径硬貨通路と
、
　前記硬貨投入口の下方において前記硬貨振分通路に臨んで所定の間隔で配置された第1
係止体と第2係止体とを含み、前記第１係止体と前記第２係止体は同心状態に配置される
と共に、前記第２係止体は前記第１係止体の周囲を部分的に回動可能に配置され、前記第
２係止体が待受位置に位置する場合、前記第１係止体と前記第２係止体との距離は前記小
径硬貨の直径よりも僅かに小さく設定され、前記小径硬貨又は大径硬貨を保持した際、そ
れら小径硬貨又は大径硬貨の重量によって前記硬貨投入口から遠ざかる方向に回動する前
記第２係止体を備える硬貨選別クレードルと、
　前記硬貨選別クレードルが所定量回動された場合、前記第２係止体との距離が前記小径
硬貨の直径よりも大きいが、前記大径硬貨の直径よりも小さくなるよう設定された前記第
１係止体と、
　前記硬貨選別クレードルの回動を、前記第１係止体と第２係止体との距離が前記小径硬
貨)の直径よりも大きくなった前記第２係止体の回動位置であって、かつ、前記大径硬貨
の重心が前記硬貨投入口側であり、さらに、前記大径硬貨が自重により落下可能な位置に
おいて停止させる硬貨選別ストッパと、
　前記硬貨選別ストッパの近傍の前記ガイドボードに形成され、前記大径硬貨が通過可能
であって、かつ、前記大径硬貨通路に連通する移動開口と、
　前記硬貨選別クレードルが前記硬貨選別ストッパに係止されて前記大径硬貨が自重によ
って落下する際、前記硬貨選別ストッパよりも前記硬貨投入口側に配置され、前記自重に
よって落下する大径硬貨を前記移動開口を通って前記大径硬貨通路へ案内する移動ガイド
と、
　前記小径硬貨通路に配置され、前記小径硬貨を保留しない第１待機位置と前記小径硬貨
を保留する第１保留位置及び保留した前記小径硬貨を解除する第１解除位置をとり得る小
径硬貨保留装置と、
　前記大径硬貨通路に配置され、前記大径硬貨を保留しない第２待機位置と前記大径硬貨
を保留する第２保留位置及び保留した前記大径硬貨を解除する第２解除位置をとり得る大
径硬貨保留装置と、
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　前記小径硬貨保留装置が前記第１保留位置に位置する場合、前記大径硬貨保留装置を前
記第２保留位置をとることは可能であるが、前記第２解除位置への移動を不能とし、前記
大径硬貨保留装置が前記第２保留位置に位置する場合、前記小径硬貨保留装置を前記第１
保留位置をとることは可能であるが、前記第１解除位置への移動を不能とし、かつ、前記
小径硬貨保留装置及び前記大径硬貨保留装置が共に前記第１保留位置、前記第２保留位置
になった場合、前記第１解除位置又は前記第２解除位置へ移動可能とする連携装置と、
を備えた硬貨選別装置であって、
　前記小径硬貨保留装置は、前記ガイドボードに対し横向きに配置された保留第１軸と、
前記保留第１軸の軸心に対し同一円上に形成された第１待機規制部と第１保留規制部及び
前記第１待機規制部と前記第１保留規制部との間の第１連携阻止部が形成された小径規制
体と、前記小径規制体に一体に形成されると共に一端部が前記小径硬貨通路側に配置され
て前記小径硬貨を保持する小径係止部とを含み、前記大径硬貨保留装置は、前記保留第１
軸の軸心に対し同一円上に形成された第２待機規制部、前記第１保留規制部と重なる位相
をとることができる第２保留規制部並びに前記第２待機規制部と前記第２保留規制部との
間に形成された第２連携阻止部を含む大径規制体と、一端部が保留第３軸に回動自在に取
付られると共に他端部が前記大径硬貨通路に位置して前記大径硬貨を保持する大径係止部
を有する大径係止体と、前記大径規制体と前記大径係止体とをリンク結合するリンク装置
とを含み、前記連携装置は、中間を保留第２軸に回動自在に支持された揺動体の一端部に
設けられた保留第１ストッパ及び他端部に設けられた保留第２ストッパを含み、前記保留
第１ストッパが前記第１待機規制部と前記第２待機規制部を係止する際は前記保留第２ス
トッパは前記第１連携阻止部と前記第２連携阻止部に相対し、及び、前記保留第１ストッ
パが前記第１保留規制部と前記第２保留規制部を係止する際は前記保留第２ストッパは前
記第１連携阻止部と前記第２連携阻止部と非相対位置になる
　ことを特徴とする硬貨振分装置を備えた硬貨選別装置である。
【実施例】
【００１９】
　次に本発明に係る硬貨振分装置及び当該硬貨振分装置を備える硬貨選別装置の実施例を
説明する。
　本実施例は日本円の例であり、直径22.6ミリメートルの100円硬貨が小径硬貨SC、直径2
3.5ミリメートルの10円硬貨が大径硬貨LCである。換言すれば、本実施例に係る硬貨振分
装置100は、大径硬貨LCよりも小径硬貨SCの方が高価値の硬貨である場合に適している。
しかし、大径硬貨LCに対し小径硬貨SCの方が低価値である場合も適用することができる。
　硬貨振分装置100を備える硬貨選別装置102は、硬貨振分装置100、硬貨保留装置104、及
び、硬貨返却手段106を含んでいる。
【００２０】
　まず硬貨振分装置100を説明する。
　硬貨振分装置100は、同一の硬貨投入口108に投入された硬貨C（小径硬貨SC及び大径硬
貨LCの総称）を正貨GC又は偽貨FCに識別し、偽貨FCは返却口110へ返却し、正貨GCたる小
径硬貨SC又は大径硬貨LCを対応する小径硬貨通路112又は大径硬貨通路114に振り分ける機
能を有し、大まかには図５に示すように、フロントパネル116、ベースボード118、ガイド
ボード120、及び、第２ガイドボード122を含んでいる。
　硬貨選別装置102は、硬貨振分装置100によって振分られた小径硬貨SC又は大径硬貨LCを
硬貨保留装置104によって金種別に所定数保留した後、それらが所定金額になった場合、
受入処理し、又は、硬貨返却手段106が操作された場合、返却口110へ返却する機能を有す
る。
【００２１】
　まずフロントパネル116を主に図１及び図７を参照して説明する。
　フロントパネル116は、硬貨投入口108、返却口110、及び、返却レバ124が配置される機
能、及び、硬貨振分装置100又は硬貨振分装置100を有する硬貨選別装置102が装着される
機器、例えば、ゲーム機に取り付ける際の骨格機能を有し、本実施例においては、正面視
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矩形の基板126と樹脂製の化粧板128とより構成されている。
【００２２】
　基板126は、ベースボード118と共に硬貨振分装置100及び硬貨選別装置102の骨格を構成
する機能を有し、高強度を有する金属板や樹脂によって製造され、本実施例においては金
属板によって縦長矩形に形成されている。
　基板126には硬貨投入口108に対応して硬貨口130、返却口110に対応して返却開口132、
返却レバ124に対応してレバ開口134が形成されている。
　硬貨口130は、基板126の上部中央に縦長矩形に形成され、その縦横の大きさは、大径硬
貨LC、本実施例においては10円硬貨10Cの直径及び厚みに対し僅かに大きい寸法に形成さ
れている。したがって、縦又は横の寸法において、当該硬貨口130よりも大きい寸法を有
する偽貨FCは、硬貨口130を通過できないので、硬貨Cは硬貨口130において大雑把に選別
される。
　返却開口132は、基板126の下部中央部に縦長矩形に形成された開口であり、後述の硬貨
返却通路244に連なり、前方には返却硬貨保持体138が配置されている。
　レバ開口134は、基板126の中間において正面視右側にオフセットした位置に形成された
縦長矩形の開口であり、返却レバ124の中間が貫通する。
【００２３】
　次ぎに化粧板128を説明する。
　化粧板128は、顧客に対面する面であり、外観品質向上のため樹脂によって成型され、
基板126よりも一回り大きい縦長矩形であって、垂立状態に配置され、硬貨投入口108、返
却口110が配置され、返却レバ124が前方に突出する開口140が形成されている。硬貨投入
口108は、縦長矩形であって、硬貨口130よりも僅かに大きく形成されると共に、正面視、
硬貨口130に対し前側において重なった状態で隣接している。返却口110は縦長矩形であり
、正面視、返却開口132に重なった状態で当該返却開口132に対し前側において隣接してい
る。開口140は正面視、レバ開口134に重なった状態において前側に隣接配置されている。
　化粧板128の下部から前方に向かって突出する返却硬貨保持体138は、硬貨返却通路244
を転動してきた大径硬貨LC又は小径硬貨SCを大凡立った状態に保持する機能を有し、化粧
板128の下部から前方に向かって突出する側面視三角形状の保持溝142を構成する。この構
成によって、硬貨返却通路244から、返却開口132及び返却口110を通って返却硬貨保持体1
38に達した大径硬貨LC又は小径硬貨SCは、その左側面又は右側面がそれらの側壁にもたれ
掛かった状態において、大凡垂立した状態で保持される。
【００２４】
　次ぎにベースボード118を主に図３及び図８を参照して説明する。
　ベースボード118は、ガイドボード120、返却レバ124等が取りつけられる機能、及び、
小径硬貨通路112の一側面を形成する機能を有し、本実施例においては、大凡台形の平板
状体であり、例えば耐摩耗性を有する金属又は樹脂により成形される。
　ベースボード118は、基板126に対し直角をなすように固定され、換言すれば、平面視、
基板126と共にT字形を成すように固定されている。具体的には、その内側面118Aが硬貨口
130の垂立右側壁130R、及び、返却開口132の垂立側壁132Rの延長上に配置される。したが
って、ベースボード118は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるもの
ではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術思想の範囲
を含むものである。
　ベースボード118の上部には、後述する保持体（図示されない）、第１軸受162Aと第２
軸受162Bが横向き水平方向に突出形成されている。
【００２５】
　次に、ガイドボード120が主に図６、図７及び図９を参照して説明される。
　ガイドボード120は、硬貨位置規制装置150、硬貨選別クレードル152、小径硬貨ガイド
レール154、及び、第２ガイドボード122等が取りつけられ、さらに、ベースボード118と
共同して小径硬貨通路112を画定する機能を有する。したがって、ガイドボード120は同様
の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものではなく、少なくとも本実施例
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に開示された構成から当業者が推考しうる技術思想の範囲を含むものである。
　ガイドボード120は台形状の平板であって、その上端部を着脱可能回動手段156によって
、ベースボード118に対してその上端部を支点に回動可能かつ着脱可能に取り付けられ、
静止状態においては、ベースボード118との対面する壁面が平行であって、硬貨Cの厚みよ
りも僅かに大きな間隔を開けて位置するよう配置されている。ガイドボード120を着脱可
能にすることで小径硬貨通路112からの硬貨返却処理、当該小径硬貨通路112の清掃・メン
テナンス等の便ためである。
　本実施例における着脱可能回動手段156は、ガイドボード120の上端部に沿って斜めに固
定された第１支軸158、中間を当該第１支軸158の中間に巻き付けられたバネ160、及び、
ベースボード118の上端部側面に横向きに所定の間隔で突出形成された第１軸受162Aと第
２軸受162Bによって構成されている。
　第１支軸158は、第１軸受162Aと第２軸受162Bにそれぞれ形成された横向きの第１軸受
溝164A、第２軸受溝164Bに回転自在に挿入されると共に、バネ160の中間から突出するＵ
字形かつフック状に形成した係止部166をベースボード118の背面係止部118Bに係止するこ
とにより、ガイドボード120をベースボード118に対して回動自在に取りつけ、第１支軸15
8を中心に回動して当該ガイドボード120の下端部がベースボード118から離れ、小径硬貨
ガイドレール154の側面がベースボード118から硬貨Cの厚みよりも僅かに大きく離れるこ
とが可能なように回動可能になっている。
【００２６】
　次ぎに第２ガイドボード122を主に図２、及び、図14を参照して説明する。
　第２ガイドボード122は、硬貨選別クレードル152によって選別された正貨GCの大径硬貨
LCが転動する大径硬貨通路114をガイドボード120と共に画定形成する機能を有し、大凡横
向きのL字型の平板状をしている。第２ガイドボード122の上端部の図２において左右端部
に形成された第3軸受168A及び第４軸受168Bが、ガイドボード120の中間部からフロントパ
ネル116側へ向かって斜め上向きに当該ガイドボード120の面に対し並行に突出する第２支
軸170Aと第３支軸170Bに回動自在に支持され、その下端部から横向きに突出する狭幅の突
条、したがって、大径硬貨ガイドレール200の側面がガイドボード120の下端部から大径硬
貨LCの厚み以上離れることが出来るように構成され、また、バネ（図示せず）によって、
当該大径硬貨ガイドレール200の側面がガイドボード120に近づくように付勢され、当該大
径硬貨ガイドレール200の側面がガイドボード120にに密着するように構成されている。
【００２７】
　ベースボード118とガイドボード120とによって、図６に示すように硬貨投入口108（硬
貨口130）に連続して横向案内通路172、硬貨振分通路174及び小径硬貨通路112が順に形成
される。また、ガイドボード120と第２ガイドボード122とによって、小径硬貨通路112に
対するガイドボード120の反対側に大径硬貨通路114が形成される。
【００２８】
　次ぎに横向案内通路172を主に図６～図９を参照して説明する。
　横向案内通路172は、硬貨投入口108に投入され、硬貨口130を通過した硬貨Cが横方向に
転動する通路であって、硬貨投入口108に連続して形成された大凡直線状の短い通路であ
り、硬貨投入口108に投入された硬貨Cを垂立状態で案内し、さらに、所定の速度範囲に揃
える機能を有する。横向案内通路172は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に
限られるものではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技
術的思想の範囲を含むものである。本実施例において、横向案内通路172はベースボード1
18、ガイドボード120、横向案内通路ガイドレール176、及び、横向案内通路上側ガイドレ
ール178によって構成された、断面形状及び寸法が硬貨口130と同様に縦長矩形に形成され
ると共にフロントパネル116から離れるにしたがって前下がりに傾斜する所定の長さの通
路である。本実施例において横向案内通路ガイドレール176は、ガイドボード120と一体に
形成され、その横幅W1は最厚の硬貨Cの厚みより僅かに大きく形成され、長さは大径硬貨L
Cの半径程度である。横向案内通路上側ガイドレール178は、ベースボード118の上端部か
ら横向きに所定の幅で庇状に突出させることにより形成されている。さらに、横向案内通
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路上側ガイドレール178の後端部には、横向案内通路上側ガイドレール178の先端（フロン
トパネル116に対しては後端）から下向きに当該ガイドボード120と平行に垂下する保持体
（図示されない）が形成されている。横向案内通路172は長いほど硬貨投入口108に投入さ
れた際の硬貨Cの勢い等を減衰させて転動速度を均一化できるので好ましいが、長すぎる
と装置自体が大型化するので、上記長さが好ましい。保持体とベースボード118との間隔
は、静止状態にあるガイドボード120とベースボード118との間隔ど同一であり、下端部に
は横向通路偽貨選別磁石182が貫通するための円形の開口（図示されない）が形成されて
いる。この保持体は、横向通路偽貨選別磁石182に吸着された偽貨FCを返却するため、ガ
イドボード120を第１支軸158回りに回動させた際、当該偽貨FCが一緒に移動しないよう移
動を規制する作用をなす。
　ガイドボード120には、保持体を収納するための凹溝181が形成されている。
【００２９】
　次ぎに横向通路偽貨選別磁石182を主に図9及び図10を参照して説明する。
　横向通路偽貨選別磁石182は、横向案内通路172を転動する磁性体性の偽貨FCを吸着して
硬貨振分通路174に達しないようにする機能を有し、本実施例においては横向案内通路172
に相対するガイドボード120に円形の第１貫通孔183とスリ割り184を有する筒型の磁石ホ
ルダ185が形成され、当該第１貫通孔183に丸棒状の横向通路偽貨選別磁石182を挿入し、
その先端が硬貨振分通路174の側方、具体的には保持体の開口に臨んだ位置においてスリ
割り184を締め付けることにより固定してある。
横向通路偽貨選別磁石182は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるも
のではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術的思想の
範囲を含むものである。この構成によって、鉄製の偽貨FCが硬貨投入口108に投入された
場合、硬貨振分通路174を転動する過程において、横向通路偽貨選別磁石182によって吸着
されて保持され、選別される。ガイドボード120を第１支軸158回りに回動させた場合、横
向通路偽貨選別磁石182はベースボード118から離れるが、当該横向通路偽貨選別磁石182
によって吸着された偽貨FCは保持体によって移動を阻止されて一緒に移動できないので、
ついには磁力により保持力よりも自重による落下力が上回り、後述の硬貨返却通路244に
落下する。
【００３０】
　次ぎに硬貨振分通路174を主に図５を参照して説明する。
　硬貨振分通路174は、横向案内通路172を転動した硬貨Cの真偽及び金種を判別するため
の硬貨選別クレードル152が配置され、小径硬貨SCと大径硬貨LCがそれぞれ当該硬貨振分
通路174を落下する過程において、対応する小径硬貨通路112又は大径硬貨通路114に振り
分けられる機能を有する。硬貨振分通路174は同様の機能を有する構成全てを含み、本実
施例に限られるものではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考し
うる技術的思想の範囲を含むものである。本実施例において硬貨振分通路174は、ベース
ボード118とガイドボード120との間に形成され、横向案内通路172の下流側に連通する縦
向きの通路、換言すれば、硬貨振分通路174は横向案内通路172に続いて上下方向に延在（
垂立）する大径硬貨LC及び小径硬貨SCが落下する通路である。詳しくは、硬貨振分通路17
4は硬貨Cが垂下方向に移動する共通落下通路174C、小径振分通路174S及び大径振分通路17
4Lによって構成されている。共通落下通路174Cは、小径硬貨SC及び大径硬貨LCが硬貨選別
クレードル152によって支持されて移動する通路である。換言すれば、後述の第２係止体2
10Bの移動に連動して小径硬貨SC及び大径硬貨LCが移動する通路、換言すれば、硬貨選別
クレードル152のクレードル待受位置ＳＢＰから硬貨選別クレードル152が硬貨選別ストッ
パ228によって係止されるまでの範囲である。小径振分通路174Sは、共通落下通路174Cに
続く小径硬貨通路112までの通路であり、本実施例においては硬貨選別クレードル152が硬
貨選別ストッパ228に係止された第２係止体210Bの選別位置SSPでの通路である。換言すれ
ば、小径振分通路174Sは、第１係止体210Aと選別位置SSPにおける第２係止体210Bとの間
である。大径振分通路174Lは、硬貨選別クレードル152が硬貨選別ストッパ228に係止され
た選別位置SSPから大径硬貨通路114までの通路である。換言すれば、上部が共通落下通路
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174Cと重複し、下部が共通落下通路174Cの下方、かつ、硬貨投入口108側に位置すると共
に、ガイドボード120に近づくように横方向に傾斜した通路である。本実施例において硬
貨選別ストッパ228は、移動開口186の反硬貨投入口108側の壁面186Sである。しかし、硬
貨選別ストッパ228は、移動開口186の壁面186Sに限定されるものではない。硬貨選別スト
ッパ228をガイドボード120の外面から突出させ、クレードルレバ222の中間を係止させる
ことで、選別位置SSPを規制するようにしても良い。
【００３１】
　硬貨振分通路174の硬貨投入口108側には、硬貨Cの前側周面（硬貨投入口108側）及びベ
ースボード118側側面を案内する移動ガイド202が配置されている。硬貨投入口108から遠
い側には板状であって大凡垂立する後側ガイド205が配置されている。これら移動ガイド2
02及び後側ガイド205は大径振分通路174Lを画定する。
さらに、硬貨振分通路174、詳しくは大径振分通路174Lの側面に相対して、大径硬貨通路1
14に連通する側面視斜め下向き弧状の移動開口186が設けられている。したがって、硬貨
振分通路174は、正面視、右側側面がベースボード118の内側面118A、左側側面がガイドボ
ード120の内側面120A、前側側面が移動ガイド202、及び、後側側面が後側ガイド205によ
って画定された垂立する通路である。
【００３２】
　次ぎに小径硬貨通路112を主に図６及び図７を参照して説明する。
　小径硬貨通路112は、硬貨振分通路174において硬貨選別クレードル152によって正貨GC
として選別された小径硬貨SCが硬貨投入口108から遠ざかる方向に転動可能にする機能を
有し、本実施例においては、ベースボード118、ガイドボード120、小径硬貨ガイドレール
154によって構成された断面が縦長であって、硬貨振分通路174の下流側に連接し、硬貨投
入口108から遠ざかる方向において前下がりの平板状の空間である。
小径硬貨通路112は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものではな
く、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術的思想の範囲を含
むものである。小径硬貨ガイドレール154は、ガイドボード120に形成された前下がりのス
リット状のレール開口188から横向きに突出する細長板状体である。
　図10に示すように、本実施例において、小径硬貨ガイドレール154は、断面がL字型に形
成された金属製の小径レール体190の下端部に位置する横向きの狭幅部である。小径レー
ル体190は、ガイドボード120の表側に第２貫通孔194を貫通するネジ192によってガイドボ
ード120の表側に固定固定されている。これにより、小径硬貨ガイドレール154は、ガイド
ボード120の内面側中央において、図６に示すように、右肩下がりに傾斜するスリット状
のレール開口188からベースボード118側に突出状態で構成されている。詳述すると、図10
に示すように、小径硬貨ガイドレール154は硬貨投入口108側、したがって硬貨振分通路17
4側の先端部154Tが僅かに幅広に形成され、中間から下流端にかけては狭幅の狭幅部154N
に形成されている。換言すれば、小径硬貨通路112の下面は、最初は先端部154Tの上面に
よって、ベースボード118とガイドボード120の間の全面に形成されているが、途中からは
狭幅部154Nによって形成されるため、小径硬貨ガイドレール154の幅が狭くなり、ベース
ボード118と狭幅部154Nとの間にはスリット状の隙間が形成されることから、正貨GCより
も所定値以上薄い偽貨FCは、当該隙間から落下させることで選別できるように構成されて
いる。なお、小径レール体190は金属製に代えて耐摩耗性を有する樹脂製に変更すること
ができ、ガイドボード120と一体に成形することもできる。また、硬貨投入口108に対する
位置を調整するため、ネジ192の第２貫通孔194は長孔にすることが好ましい。
　小径硬貨通路112に相対して速度調整磁石装置280が設けられている。小径硬貨SCの選別
精度を高めるためである。
【００３３】
　次ぎに速度調整磁石装置280を主に図３、６及び図７を参照して説明する。
　速度調整磁石装置280は、小径硬貨通路112を転動する硬貨Cの速度、詳しくは小径硬貨S
Cの正貨GCの速度を所定の範囲に調整して小径硬貨ガイドレール154から落下する小径硬貨
SCの落下位置を所定の位置に制御する機能を有する。速度調整磁石装置280は同様の機能
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を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものではなく、少なくとも本実施例に開示
された構成から当業者が推考しうる技術的思想の範囲を含むものである。本実施例におい
て、速度調整磁石装置280は小径硬貨通路112を構成するガイドボード120側の側面に固定
状態に配置された永久磁石282及び第１磁性体284を含んでいる。小径硬貨SCと実質同一の
直径及び重さに形成した磁性材料よりなる偽貨FCを当該永久磁石282及び第１磁性体284の
磁力による内部起電力によって、当該偽貨FCの転動速度を減速させ、後述の振分体350に
よって小径返却口382に案内することにより、正貨GCとして受け入れられないようにする
ためである。
　速度調整磁石装置280は、小径硬貨通路112の側面に配置された一対のN極永久磁石282N
とS極永久磁石282S、及び、第１磁性体284を含んでいる。一対のN極永久磁石282NとS極永
久磁石282Sは、ベースボード118の外側面側であって、小径硬貨ガイドレール154の下流端
部に相対し、小径硬貨SCのほぼ全面と相対するように形成された矩形の一対のN極保持穴2
86NとS極保持穴286Sに嵌合した状態で固定される。換言すれば、小径硬貨通路112に対し
、N極永久磁石282NのN極とS極永久磁石282SのS極とが隣接した状態で対面するように配置
されている。保持穴286に相対するガイドボード120には矩形の磁性体装着孔288が形成さ
れ、矩形の第２磁性体292が固定される。これにより、N極永久磁石282NとS極永久磁石282
Sからの磁力線は小径硬貨通路112を横断して第２磁性体292内を透過することで、小径硬
貨通路112に強力な磁束を形成する。
　硬貨Cは金属であるため、当該磁束を通過する際、材質に応じた内部起電力を生じるこ
とから、小径硬貨通路112を転動する硬貨Cは減速される。したがって、正貨GCたる小径硬
貨SCの転動速度を適当な速度に減速することにより、小径硬貨ガイドレール154から落下
する硬貨Cの落下位置が決定される。
【００３４】
　この構成によって、小径硬貨ガイドレール154から落下する小径硬貨SCの位置は、小径
硬貨通路112を転動する速度と硬貨重量に依存する慣性力によって定まる。換言すれば、
小径硬貨SCが正貨GCである場合、小径硬貨ガイドレール154から落下する小径硬貨SCの慣
性力はほぼ一定になる。したがって、本実施例においては正貨GCの小径硬貨SCの円周の最
下端に対し図17に示すように後述する振分体350が左側に配置されていることから、正貨G
Cである場合は振分体350の右側へ案内され、所定の慣性力を持たない偽貨FCは左側へ案内
される。
【００３５】
　次ぎに大径硬貨通路114を主に図14を参照して説明する。
　大径硬貨通路114は、硬貨選別クレードル152によって正貨GCとして選別された大径硬貨
LCがガイドボード120に形成された移動開口186を通った後、転動する通路であり、ガイド
ボード120、第２ガイドボード122、及び、大径硬貨ガイドレール200によって構成され、
小径硬貨通路112に対しガイドボード120を挟んだ反対側であって、かつ、やや下方に配置
された、断面が縦長矩形であって、硬貨投入口108から遠ざかるに従って前下がりの平板
状の空間である。大径硬貨通路114は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限
られるものではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術
的思想の範囲を含むものである。大径硬貨ガイドレール200は、第２ガイドボード122の下
端部からガイドボード120側に横向きに突出する細長突起状を呈し、その幅は大径硬貨LC
たる10円硬貨10Cの厚みよりも僅かに大きく設定されている。これにより、大径硬貨ガイ
ドレール200の側面がガイドボード120の外面に接することにより、大径硬貨通路114の幅
が決定される。したがって、大径硬貨ガイドレール200は同様の機能を有する構成全てを
含み、本実施例に限られるものではなく、少なくとも本実施例に開示された技術思想から
当業者が推考しうる範囲を含むものである。
【００３６】
　次ぎに移動開口186を主に図11を参照して説明する。
　移動開口186は、硬貨選別クレードル152によって、正貨GCとして選別された大径硬貨LC
を硬貨振分通路174に対しベースボード118と反対側に配置された大径硬貨通路114に移動
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させるため、硬貨振分通路174と大径硬貨通路114とを連通する機能を有し、本実施例にお
いては、硬貨振分通路174の下方において、ガイドボード120に形成された弧状の開口であ
る。移動開口186は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものではな
く、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術的思想の範囲を含
むものである。移動開口186を形成するベースボード118側の上縁186Uの硬貨振分通路174
側は面取を施し、硬貨振分通路174側に面する内向きの斜面203を形成し、さらに、下縁18
6Bの大径硬貨通路114側には外向斜面186Dを形成し、ガイドボード120に対し斜めになった
大径硬貨LCがスムーズに移動できるようにすることが好ましい。しかし、これら斜面203
及び外向斜面186Dは必須の構成要件ではない。また、移動開口186の形状は弧状に限定さ
れないが、弧状にした場合、より小さいスペースにおいて大径硬貨LCが円滑に落下できる
ので好ましい。
【００３７】
　次ぎに移動ガイド202を主に図11を参照して説明する。
　移動ガイド202は、正貨GCとして選別された大径硬貨LCが硬貨振分通路174から移動開口
186を通って大径硬貨通路114へ移動するよう案内する機能を有し、本実施例においては、
移動開口186の硬貨投入口108側に位置する縦向きの壁面によって構成されている。移動ガ
イド202は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものではなく、少な
くとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術的思想の範囲を含むもので
ある。
移動ガイド202は、側面案内壁202Sと周面案内壁202Pとによって形成されている．これら
側面案内壁202Sと周面案内壁202Pは、ガイドボード120の硬貨投入口108側における上下方
向の中間部からベースボード118側に突出し、ガイドボード120の内面側（すなわち、ベー
スボード118側）から視た場合五角形のガイド体204の反硬貨投入口108側の垂立面に形成
され、横向案内通路ガイドレール176はガイド体204の上面によって構成されている。ガイ
ド体204の突出量は、小径硬貨ガイドレール154の先端部154Tの幅と同一である。換言すれ
ば、横向案内通路172、硬貨振分通路174、及び、小径硬貨通路112の厚みは同一であり、
小径硬貨SC又は大径硬貨LCのうち、厚い方の厚みよりも僅かに幅広に形成されている。
　また、前記内面側から視た場合、移動ガイド202の反硬貨投入口108側縁は三角形状に形
成され、その頂部202Tは、小径硬貨通路112側に向かって凸型に形成されている。
【００３８】
　まず側面案内壁202Sを説明する。
　側面案内壁202Sは後述するように大径硬貨LCが硬貨選別クレードル152の第２係止体210
Bとの接点を支点に自重によって回動した際、当該大径硬貨LCの硬貨投入口108側のベース
ボード118側の側面の一部を案内するよう頂部202Tから下方へ所定の幅で形成されると共
に、下側ほど大径硬貨通路114に近づくように、換言すれば、下方ほどガイドボードに近
づくように、さらに換言すればベースボード118から離れるように傾斜されている。した
がって、側面案内壁202Sは硬貨Cの硬貨振分通路174を画定する。また、側面案内壁202Sは
外向斜面186Dに滑らかに接続するように形成することが好ましい。
【００３９】
　次ぎに周面案内壁202Pを説明する。
周面案内壁202Pは、硬貨選別クレードル152の第２係止体210B上を支点に回動した際、大
径硬貨LCの周縁が描く円弧の僅か外側において円弧状に形成されている。換言すれば、周
面案内壁202Pの上部は硬貨選別ストッパ228によって係止された状態にある第２係止体210
Bとの接点を中心とする円弧状に形成されている。したがって、大径振分通路174Lは、前
後が周面案内壁202Pと後側ガイド205によって画定され、側面がベースボード118及び側面
案内壁202Sによって画定され、他方の側面が移動開口186によって開放されている通路で
ある。したがって大径振分通路174Lは、上部は垂立するガイドボード120に対し平行であ
るが、下側はガイドボード120に対し交差するように傾いて形成される。
【００４０】
　次ぎに硬貨位置規制装置150を主に図６、図12及び図14を参照して説明する。
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　硬貨位置規制装置150は、横向案内通路172を転動してきた硬貨Cを所定位置に案内する
機能を有する。所定位置とは、硬貨Cが最初に第２係止体210Bに接触する位置である。し
たがって、硬貨位置規制装置150は同様の機能を有する装置の全てを含み、本実施例に限
られるものではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術
的思想の範囲を含むものである。また、硬貨位置規制装置150は本発明の必須構成要素で
は無いが、硬貨振分機能及び硬貨選別機能の品質を安定させるには、装着することが好ま
しい。
　本実施例において、硬貨位置規制装置150は、硬貨規制体206を含んでいる。
【００４１】
　硬貨規制体206は、横向案内通路172を転動した硬貨Cを、最初に硬貨選別クレードル152
を構成する第１係止体210Aに、次いで、第２係止体210Bに密接させる機能を有する。
　換言すれば、投入された硬貨Cを第１係止体210Aを構成する円筒体212の円弧周面212Sに
押し付ける(密接させる)機能を有する。
　したがって、硬貨規制体206は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られ
るものではなく、少なくとも本実施例に開示された構成から当業者が推考しうる技術的思
想の範囲を含むものである。本実施例における硬貨規制体206は、ガイドボード120のフロ
ントパネル116の近くにおける外面側において、横向き水平に固定された第４支軸214に上
端部が回動自在に支持された回動レバ216の先端がベースボード118側に折り曲げられ、か
つ、水平に延在する棒状体218によって構成されている。棒状体218の先端は、ガイドボー
ド120に形成され、移動開口186に連なる横向通孔219を通って横向案内通路172に突出して
いる。硬貨規制体206は、上部が第４支軸214を中心とした半円状に形成され、当該上部か
ら下端に向かって順次狭幅になる逆涙滴型に形成され、通常は自己モーメントが釣り合う
待機位置SPにおいて静止状態を保っている。この待機位置SPにおいて、棒状体218は第４
支軸214の大凡真下に位置し、第１係止体210Aの円弧周面212Sとの第１直線距離D1は、小
径硬貨SCの直径よりも小さい。換言すれば、小径硬貨SC及び大径硬貨LCが第１係止体210A
の円弧周面212Sに接触した場合、棒状体218は当該硬貨Cによって図12において時計方向へ
回動され、待機位置SPに戻ろうとするモーメントが発生する。硬貨Cが円弧周面212Sに接
触していない場合、通常よりも一層大きなモーメントが発生するので、このモーメントに
よって、硬貨Cは円弧周面212S側へ移動されて当該円弧周面212Sに接触される。
　硬貨規制体206の棒状体218の上面218Uは、横向案内通路ガイドレール176の延長上に形
成された横向通孔219を通って横向案内通路172に突出し、横向案内通路ガイドレール176
の延長線EL上に位置する。換言すれば、棒状体218は横向案内通路172の最下流の下縁を構
成している。したがって、上面218Uは前下がりに傾斜する斜面に形成されている。しかし
、上面218Uは極めて短いので、前下がり斜面では無く、水平面であっても良い。
　また、大径硬貨LC又は小径硬貨SCは、硬貨規制体206と第１係止体210Aとによって挟ま
れるので、もし、それらの硬貨Cが勢いを付けて硬貨投入口108に投入され、周方向又は面
方向に振動している場合であっても、硬貨規制体206と第１係止体210Aとによって挟まれ
ることによってその振動が抑制された後、それぞれ第１係止体210A及び第２係止体210Bに
よって支持されるので、確実に保持される利点がある。
【００４２】
　次ぎに硬貨選別クレードル152を主に図12～図14を参照して説明する。
　硬貨選別クレードル152は、小径硬貨SCと大径硬貨LCとを、主にそれらの直径によって
、従的には重量も加えて正貨GCとして判別し、対応する小径硬貨通路112又は移動開口186
を通って大径硬貨通路114へ振り分ける機能を有する。したがって、硬貨選別クレードル1
52は同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものではなく、少なくとも
本実施例に開示された技術思想から当業者が推考しうる範囲を含むものである。
　本実施例において硬貨選別クレードル152は、固定状態に配置された第１係止体210A、
当該第１係止体210Aを中心として回動可能な第２係止体210B、第２係止体210Bが形成され
たクレードルレバ222、及び、第１錘238を含んでいる。
【００４３】
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　第１係止体210Aは、投入された小径硬貨SC及び大径硬貨LCを第２係止体210Bと共同して
支持し、かつ、支持した小径硬貨SCを共通落下通路174Cにおいて下方かつ硬貨投入口108
から遠ざかる横方向へ移動させると共に、小径硬貨SCを当該横方向の延長上への移動を可
能とし、及び、大径硬貨LCを移動ガイド202側へ移動可能にする機能を有する。したがっ
て、第１係止体210Aは同様の機能を有する構成全てを含み、本実施例に限られるものでは
なく、少なくとも本実施例に開示された技術思想から当業者が推考しうる範囲を含むもの
である。第１係止体210Aを構成する円筒体212は、横向案内通路172の延長上のガイドボー
ド120の内面から横方向に突出した状態で固定軸220によってガイドボード120に固定され
、その突出量は横向案内通路ガイドレール176の横幅W1よりも僅かに小さく設定されてい
る。詳細には、円筒体212は横向案内通路ガイドレール176の延長線ELの僅か上方に配置さ
れている。また、円筒体212は、その一部を面取りした平坦部212Fが形成され、当該平坦
部212Fは大凡下向きに配置され、後側ガイド205に対し大凡直角をなすように配置されて
いる。平坦部212Fは、水平方向において、棒状体218の上面218Uと大凡同一の高さ位置に
配置され、横向案内通路172、したがって、硬貨投入口108に対しては円弧周面212Sが相対
するようその姿勢が定められている。硬貨規制体206の棒状体218が待機位置SPに位置する
場合、当該棒状体218と円弧周面212Sとの第１直線距離D1は、小径硬貨SCの直径よりも僅
かに小さく設定されている。小径硬貨SC及び大径硬貨LCが第１係止体210Aの円弧周面212S
に接触した後、第２係止体210Bに接触し、結果として第１係止体210A及び第２係止体210B
に載った状態で支持されるようにするためである。
　硬貨選別クレードル152が回動され、第２係止体210Bが平坦部212Fと相対した場合、そ
れらの間の第２直線距離D2は、第１直線距離D1よりも大きくなり、第１直線距離D1の場合
には第１係止体210Aと第２係止体210Bによって支持された硬貨Cであっても、第２直線距
離D2においては支持されなくなる。換言すれば、正貨GCである小径硬貨SC、本実施例にお
いては100円硬貨100Cは、第２直線距離D2の場合には、第１係止体210Aと第２係止体210B
によって支持されないので、小径硬貨SCは、自身に作用するベクトル方向、換言すれば、
本実施例においては横方向に位置する小径振分通路174S、したがって、小径硬貨通路112
へ移動することができる。しかし、第２直線距離D2よりも直径が大きい大径硬貨LCは第１
係止体210Aと第２係止体210Bによって支持されるので、大径硬貨LCに作用するベクトル方
向には移動できない。換言すれば、大径硬貨LCは第１係止体210Aと第２係止体210Bとの間
を通過できないので、小径振分通路174S、したがって小径硬貨通路112側には通り過ぎる
ことができない。
　本実施例のように、１つの円筒体212に形成された円弧周面212Sと、平坦部212Fとを用
いて硬貨Cを選別することにより、設置スペースの削減による小型化、及び、部品点数削
減によるコスト低減の利点がある。
【００４４】
　次ぎに第２係止体210Bを説明する。
　第２係止体210Bは、投入された硬貨Cを第１係止体210A（詳しくは円弧周面212S）と共
同して支持し、かつ、支持した小径硬貨SCを当該小径硬貨SCに作用するベクトル方向へ移
動させる機能、及び、大径硬貨LCを小径硬貨SCとは反対側へ移動させる機能を有する。
　第２係止体210Bは、固定軸220のガイドボード120の表面側に突出する外向きの第２固定
軸220Eに中間を回動自在に支持されたクレードルレバ222の先端部を直角に折り曲げ、ガ
イドボード120に形成された第2固定軸220Eを中心とする移動開口186の弧状の上縁186Uに
近接した位置において、当該移動開口186を貫通して硬貨振分通路174、詳しくは共通落下
通路174Cに突出している棒状の支え体226である。第１係止体210Aの円弧周面212Sと第２
係止体210B、したがって、支え体226との第３直線距離D3は、小径硬貨SCの直径よりも僅
かに小さく設定されている。小径の偽貨FCの排除のためである。クレードルレバ222の第
２固定軸220Eよりも反第２係止体210B側へ延在するL字型に形成された第１錘238は、クレ
ードルレバ222が通常は自己モーメントによって、待機位置SPに位置する棒状体218の直下
に位置させるため、所定のモーメントを発生させる機能を有する。
　クレードルレバ222は、通常、第１錘238のモーメントによって、図12において時計方向
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に回転され、ガイドボード120の外面側に突出された磁石ホルダ185の下側に形成された待
機ストッパ239によって係止され、支え体226、すなわち、第２係止体210Bは棒状体218の
直下に位置するクレードル待受位置SBPにおいて静止される。第２係止体210Bが待機位置S
Pに位置する場合、横向案内通路ガイドレール176上を転動してきた硬貨Cは、棒状体218の
上面218Uを転動して最初に第１係止体210Aたる円弧周面212Sに衝突して横方向の運動エネ
ルギが消滅させられ、その後の自重落下によって棒状体218を硬貨投入口108側へ移動させ
る。これにより、硬貨Cは硬貨位置規制装置150、すなわち、硬貨規制体206のモーメント
によって第１係止体210A側へ押動されるから、確実に第１係止体210Aに接触される。その
後、硬貨Cは第１係止体210Aとの接触状態を維持したまま落下するので、小径硬貨SC及び
大径硬貨LCは第２係止体210Bによって支えられる。換言すれば、小径硬貨SC及び大径硬貨
LCは、その周面が円弧周面212Sと接触させられるよりも早く第２係止体210Bに接触するこ
とは無い。これにより、硬貨選別クレードル152において、第１係止体210Aと第２係止体2
10Bとに支持されない状態において、クレードルレバ222が回動され、小径硬貨通路112又
は大径硬貨通路114に案内されること、換言すれば、硬貨選別クレードル152によって直径
に基づく真偽判別されない状態での硬貨Cの受入を防止できる利点がある。詳述すれば、
横向案内通路ガイドレール176上を転動してきた硬貨Cは、棒状体218の上面218U上を転動
した後、硬貨振分通路174、詳しくは共通落下通路174Cの上端に達し、最初に第１係止体2
10Aである円弧周面212Sに衝突して転動における横方向の慣性力を消滅させられるので、
真下に落下する。これにより、硬貨Cは一周面を円弧周面212Sに接した状態で下方に落下
するので、他方の周面は最初に棒状体218に接触し、硬貨規制体206を待機位置SPから硬貨
投入口108側へ移動させ、さらに下方へ落下する。
　次いで硬貨Cは第２係止体210Bに支持される。換言すれば、正貨GCである小径硬貨SC、
及び、大径硬貨LCは第１係止体210A及び第２係止体210Bによって支持されるので、当該小
径硬貨SC又は大径硬貨LCの重量によって、硬貨選別クレードル152、しがって、クレード
ルレバ222は図12において反時計方向へ回動される。クレードルレバ222が反時計方向へ回
動された場合、第２係止体210Bは平坦部212Fに相対するようになるので、それらの間の直
線距離は順次第１直線距離D1よりも増加し、ついには小径硬貨SCの直径よりも大きな第２
直線距離D2になり、硬貨選別ストッパ228によって停止される。この選別位置SSPにおける
第２係止体210Bの上面は、平坦部212Fと実質的に平行をなし、結果として、第１係止体21
0Aと第２係止体210Bとの第２直線距離D2は最も拡大する。また、第１係止体210Aと第２係
止体210Bとの直線距離は、選別位置SSPに達する直前から小径硬貨SCの直径よりも大きい
状態になる。したがって、第１係止体210Aと第２係止体210Bとの直線距離が小径硬貨SCの
直径よりも大きくなった状況において、小径硬貨SCは第２係止体210Bと個別に移動可能で
あるが、実際には、第２係止体210Bが硬貨選別ストッパ228に係止されて選別位置SSPに静
止した場合、小径硬貨SCは共通落下通路174Cを落下する際に作用する慣性力によって、当
該落下時に描く円弧の法線方向へ移動する。すなわち、小径硬貨SCはその下端周面は第２
係止体210Bによって支えられているが、上端周面は平坦部212Fから離れるので、自由移動
が可能になることから、前記反時計方向の回動によって生じた接線方向の慣性力によって
、自ら小径振分通路174S、すなわち、小径硬貨通路112に移動する。
　第２係止体210Bの選別位置SSPにおいて、大径硬貨LCの直径は第１係止体210Aと第２係
止体210Bとの第２直線距離D2よりも大いので、小径硬貨通路112へ移動することが出来な
い。しかし、その状況において、大径硬貨LCの重心Gは、大径硬貨LCの下側周面と第２係
止体210Bとの接点Pを通る垂線VLに対し硬貨投入口108側に位置するように設定されている
。換言すれば、第２係止体210Bが選別位置SSPに位置する場合、大径硬貨LCは、第２係止
体210Bとの接点Pを支点に、矢印で示す反小径硬貨通路112側、換言すれば、硬貨投入口10
8側へ自らの重量によって生じるモーメントによって、回動する。この際、大径硬貨LCの
所定の重量が第２係止体210Bに作用している場合、当該重量によって第２係止体210Bは選
別位置SSPを継続する。本実施例において、大径硬貨LCが第２係止体210Bに対して大凡10
時の位置に落下するまで継続される。したがって、大径硬貨LCは前記接点Pを支点しての
回動を継続することができる。この状況を第１係止体210Aと第２係止体210Bとの関係で規
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定した場合、第２係止体210Bは、第１係止体210Aに対し下方、かつ、硬貨投入口108側に
配置される必要がある。
　第２係止体210Bが選別位置SSPに位置する場合において、当該第２係止体210Bと第１係
止体210Aとに係止された大径硬貨LCの硬貨投入口108側の縁は、頂部202Tよりも反硬貨投
入口108側に位置するように設定されている。これにより、大径硬貨通路114を可及的に長
く形成できるからである。
　以上が本発明に係る実施例の硬貨振分装置100の構造の説明である。
【００４５】
　次ぎに、本硬貨振分装置100の作用を説明する。
　まず、硬貨Cが硬貨投入口108に投入されると、硬貨Cは硬貨口130を通って横向案内通路
172に達し、横向案内通路ガイドレール176の前下がりの傾斜によって横向案内通路172に
おいて硬貨投入口108から離れる方向に転動する。この転動の際、硬貨Cの左右側面は、ベ
ースボード118の内側面118A及びガイドボード120の内側面120Aによって案内される。
　この転動過程において、硬貨Cは横向案内通路ガイドレール176に続いて棒状体218の上
面218Uを転動した後、自重により落下しつつ硬貨投入口108から離れる方向へ移動し、第
１係止体210Aの円弧周面212Sに衝突し、横方向へのベクトルが消滅させられ、自重によっ
て真下に落下する。
　この真下に落下する際、小径硬貨SCであっても、棒状体218を硬貨投入口108側に押しや
りながら落下するので、硬貨規制体206のモーメントによって棒状体218を介して硬貨Cに
対し、第１係止体210A側へ押し付ける力が作用する。これによって、硬貨Cは確実に円弧
周面212Sに接触させられる。硬貨Cがさらに落下すると、棒状体218の直下に位置する第２
係止体210Bに支持される。硬貨Cの直径が第３直線距離D3よりも小さい場合、当該硬貨Cは
第１係止体210Aと第２係止体210Bによっては支持されずにそれらの間を落下して後述の硬
貨返却通路244に落下して返却される。
　硬貨Cが第１係止体210Aと第２係止体210Bによって支持された場合、硬貨選別クレード
ル152（クレードルレバ222）は当該硬貨Cの重量によって第２固定軸220Eを支点に小径硬
貨通路112側に向かって回動される。換言すれば、硬貨Cは第１係止体210Aと第２係止体21
0Bに支持されて共通落下通路174Cを落下しつつ硬貨投入口108から遠ざかる方向に第２固
定軸220Eを中心として回動する。この回動の過程において、第２係止体210Bが平坦部212F
に徐々に相対することから、第２係止体210Bと第１係止体210A（平坦部212F）との間隔が
徐々に大きくなり、ついには小径硬貨SCの直径よりも大きくなった後、第２係止体210Bは
硬貨選別ストッパ228によって係止され、選別位置SSPに停止する（図12）。硬貨Cが正貨G
Cの小径硬貨SCである場合、当該小径硬貨SCは自己に作用する回動時の慣性力によって、
第２係止体210B上から小径硬貨通路112へ移動する。小径硬貨SCが第２係止体210B上から
移動した場合、硬貨選別クレードル152にはクレードル待受位置SBPへ指向する自己モーメ
ントが作用するので、当該モーメントによって図11において時計方向へ回動され、待機ス
トッパ239に係止されてクレードル待受位置SBPに復帰する。なお、小径硬貨SCは、第２係
止体210Bと第１係止体210Aとの距離がその直径以上になった場合、自由移動可能になるが
、慣性力も相俟って、第２係止体210Bが選別位置SSPに停止されるまでは第２係止体210B
と一体的に移動する。
【００４６】
　硬貨Cが大径硬貨LCである場合、大径硬貨LCは選別位置SSPにおいて、第２係止体210Bの
ほぼ真上に位置するので、第２係止体210Bは選別位置SSPを継続する。大径硬貨LCは第１
係止体210Aと第２係止体210Bとの間の第２直線距離D2よりも直径が大きいので、小径振分
通路174S側へは移動でない。一方、大径硬貨LCの重心Gは、第２係止体210Bと大径硬貨LC
との接点Pを通る垂線VLに対し硬貨投入口108側に位置していることから、大径硬貨LCは接
点Pを支点として硬貨投入口108側に回動しつつ落下する。大径硬貨LCの接点Pを支点とす
る回動によって、大径硬貨LCは硬貨投入口108側へ近づきつ落下する弧状軌跡を描いて落
下する。換言すれは、大径硬貨LCは大径振分通路174Lを落下する。この落下の過程におい
て、大径硬貨LCの硬貨投入口108側の端部は、移動ガイド202に進行する。移動ガイド202
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において、大径硬貨LCはその周縁近傍の側面は、移動開口186側へ順次近づく傾斜を有す
る側面案内壁202Sによって、また、周面は周面案内壁202Pに案内されつつ移動開口186側
へ強制的に移動され、当該移動開口186を通って大径硬貨通路114へ移動される。
　以上説明したように、本発明に係る硬貨振分装置100は、第１係止体210A、第２係止体2
10B、及び、移動ガイド202という簡単な構成によって、狭いエリアにおいて、、正貨GC若
しくは偽貨FCに、そして正貨GCを小径硬貨SC若しくは大径硬貨LCとにそれぞれ振分けでき
る利点がある。
【００４７】
　次ぎに、前記硬貨振分装置100を備えた硬貨選別装置102を説明する。
　硬貨選別装置102は硬貨振分装置100によって振分した小径硬貨SC及び大径硬貨LCを、所
定数保留し、当該所定数になった場合、受け入れる機能を有し、本実施例においては、前
記硬貨振分装置100に加え、少なくとも、硬貨返却手段106及び硬貨保留装置104、を含み
、本実施例においては、更に、糸吊防止装置234、及び、硬貨受入信号出力のためのセン
サ442を含んでいる。
【００４８】
　まず硬貨返却手段106を主に図１及び図３を参照して説明する。
　硬貨返却手段106は、小径硬貨通路112、大径硬貨通路114、横向案内通路172、又は、硬
貨振分通路174において詰まった硬貨C（正貨GC又は偽貨FC）、及び、硬貨保留装置104に
保留された硬貨C（正貨GCの小径硬貨SC、並びに、大径硬貨LC）を硬貨返却通路244を経由
して返却口110へ戻す機能を有する。本実施例において硬貨返却手段106は、返却レバ124
、プレート押動体248、第１被動体252、第２被動体254、返却硬貨保持体138、及び、保留
解除装置258を含んでいる。
【００４９】
　まず返却レバ124を説明する。
　返却レバ124は、利用者によって操作された場合、ガイドボード120、をベースボード11
8に対し、及び、第２ガイドボード122をガイドボード120に対して回動させ、小径硬貨通
路112又は大径硬貨通路114に保留され、又は、硬貨保留装置104の解除カム体466によって
小径硬貨保留装置300及び大径硬貨保留装置302に保留されている小径硬貨SC、及び、大径
硬貨LCを硬貨返却通路244に落下させる機能を有する。返却レバ124は、その先端がフロン
トパネル116の化粧板128に形成された開口140からフロントパネル116の前方へ突出し、そ
の中間をフロントパネル116近傍のベースボード118の側面から横向き水平に突出する第３
支軸262に回動自在に取り付けられると共に、返却レバ124に形成された突起265
に一端を係止され、他端を基板126から後方に向かって横向きに突出する突起264に係止し
た戻し用のスプリング266によって図３において時計方向への回動力を付与され、通常、
約30度の上向き状態を呈した状態において、図示しないストッパによって係止されて静止
状態を維持している。この状態が返却レバ124の返却待機位置RSPである。
【００５０】
　次にプレート押動体248を説明する。
　プレート押動体248は、返却レバ124のフロントパネル116に近い位置に一端を固定され
、倒立Ｌ字型をし、先端部248T（図４）がほぼ水平にガイドボード120側に折り曲げられ
、所定の幅を有している。換言すれば、先端部248Tは第１支軸158に対してずれているこ
とから、当該先端部248Tが押された場合、ガイドボード120は第１支軸158回りに回動され
る。具体的には、返却レバ124が図３において反時計方向に回動された場合、プレート押
動体248の先端部248Tは第３支軸262を中心とする円弧を描きながら下方へ移動し、この移
動過程において、最初に第１被動体252を下方へ押動し、次ぎに第２被動体254を下方へ押
動するように構成されている。
【００５１】
　次に第１被動体252を主に図９を参照して説明する。
　第１被動体252は、返却レバ124の操作に基づいて移動するプレート押動体248（詳しく
は先端部248T）によって押動される機能を有し、本実施例において、第１被動体252は、
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ガイドボード120のフロントパネル116側の端部の中間から横向きに突出した矩形の板状体
であり、ベースボード118に形成された第３貫通孔268を通ってベースボード118に対し反
対側である返却レバ124側に突出している。したがって、プレート押動体248の先端部248T
によって、第１被動体252が押し下げられた場合、第１支軸158を支点に正面視（フロント
パネル116側から見て）時計方向へ回動され、結果として、ガイドボード120がベースボー
ド118に対し傾斜することにより、その下端部がベースボード118から離れる。これにより
、横向案内通路172において、横向通路偽貨選別磁石182によって吸着されている偽貨FCは
、保持体によってその位置を規制された状態（横方向に移動できない）において、横向通
路偽貨選別磁石182が当該偽貨FCから遠ざかるため、その磁力によって横向案内通路172に
保持されなくなり、自重によって真下へ落下し、硬貨返却通路244を転動して返却口110へ
戻される。
【００５２】
　次に第２被動体254を主に図７及び図14を参照して説明する。
　第２被動体254は、返却レバ124の回動に伴って移動するプレート押動体248の先端部248
Tによって押動され、第２ガイドボード122を第２支軸170A、第３支軸170Bを支点に回動さ
せる機能を有し、本実施例においては、第２ガイドボード122のフロントパネル116側の端
部の上端部から横向きに突出した矩形の板状体であり、ガイドボード120に形成された第
３貫通孔268及びベースボード118に形成された第３貫通孔268を通ってベースボード118に
対し反対側である返却レバ124側に突出している。第２被動体254は第１被動体252よりも
フロントパネル116側に配置され、ている。
　これにより、第１被動体252と第２被動体254は、通常、大凡近接して並列状態に静止さ
れ、返却レバ124が図３において反時計方向へ回動された場合、プレート押動体248の先端
部248Tは図３において反時計方向へ回動されることにより、最初に第１被動体252を押し
下げ、次いで当該第１被動体252と共に第２被動体254を押し下げる。
　第１被動体252が押し下げられた場合、ガイドボード120は第１支軸158を支点に回動さ
れるので、ガイドボード120に固定された横向通路偽貨選別磁石182はベースボード118か
ら離れるが、当該横向通路偽貨選別磁石182に吸着された偽貨FCは、保持体に阻止されて
横向案内通路172に留められる。結果として、横向通路偽貨選別磁石182の磁力によっては
偽貨FCを横向案内通路172に保持出来なくなり、当該偽貨FCは自重によって下方へ落下し
、後述する硬貨返却通路244を転動して返却口110を通過し、返却硬貨保持体138によって
、立った状態で保持される。
　第２被動体254が押し下げられると、第２ガイドボード122は、第２支軸170A、第３支軸
170Bを支点にガイドボード120に対し正面視時計方向へ回動される。また、ガイドボード1
20の外面側に一端が固定され、他端が第２ガイドボード122に形成された透孔270を通って
小径硬貨通路112の側面に位置する離隔体272が設けられている。これにより、硬貨Cが離
隔体272に相対する位置において詰まった場合、換言すれば、硬貨Cが転動しなくなった場
合、第２ガイドボード122の回動によって、当該離隔体272は相対的に小径硬貨通路112に
突出することから、当該硬貨Cは詰まりを解消され、下方へ落下して硬貨返却通路244に達
し、前述同様に返却口110を通って返却硬貨保持体138によって保持される。離隔体272は
、後述の大径硬貨クレードル450に保持された大径硬貨LCの側面と相対する位置に突出す
るように配置されている。
【００５３】
　次ぎに硬貨保留装置104を主に図17～図20を参照して説明する。
　硬貨保留装置104は、硬貨振分装置100によって正貨GCとして小径硬貨通路112又は大径
硬貨通路114に振り分けられた小径硬貨SC及び大径硬貨LCをそれぞれ所定数保留し、少な
くとも所定金額になった場合に受入れする機能を有し、好ましくは所定金額を保留する以
前には保留した硬貨を返却口110に返却する機能を有することが好ましい。特に、電源を
用いることなく異なる金種の硬貨それぞれを所定数保留し、受入れる機能を有する。更に
は、硬貨振分装置100において正貨GCとして振分された小径硬貨SCと大径硬貨LCをそれぞ
れ個別に所定数(金額)保留し、少なくとも受入れる機能を有する。
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　硬貨保留装置104は、小径硬貨SCとしての100円硬貨100Cを少なくとも所定数受入れ、好
ましくは、更に返却する小径硬貨保留装置300、及び、大径硬貨LCとしての10円硬貨10Cを
所定数保留し、少なくとも受入、好ましくは更に返却する大径硬貨保留装置302、及び、
小径硬貨保留装置300、並びに、大径硬貨保留装置302の動きを規制する連携装置310を有
する。
【００５４】
　まず小径硬貨保留装置300を図17、図18、及び図21を参照して説明する。
　小径硬貨保留装置300は、小径硬貨通路112に配置され、小径硬貨SC、本実施例において
は相対的に小径である100円硬貨100Cを一時的に保留し、相対的に大径である10円硬貨10C
ともども所定数(所定金額)が保留された場合、それぞれ所定の小径正貨口304又は大径正
貨口306から落下させる機能を有する。好ましくは、それぞれ所定数の小径硬貨SC又は大
径硬貨LCが保留されない間は、それぞ硬貨返却通路244に落下させ得る機能を有すること
が好ましい。
　小径硬貨保留装置300は、小径規制体308、小径保持体312、固定小径保持体320、及び、
連携装置310を含んでいる。
【００５５】
　まず小径規制体308を説明する。
　小径規制体308は、大径規制体386と共同して小径係止部324及び大径係止部390の位置を
規制し、小径硬貨SCを小径硬貨通路112に保留し、当該保留を解除する機能を有し、本実
施例においてはベースボード118の後端部上部から水平方向の横向き水平に突出する保留
第1軸314に中間を回転自在に支持された円盤状の板状体である。
　小径規制体308は、本実施例において、保留第1軸314に嵌合するために中心部に形成さ
れた円形の第1軸孔316、当該第１軸孔316の周囲に形成された大凡楕円形の第1動作連携部
318、当該第1動作連携部318から所定角度離れて形成された第１被動カム328を含んでいる
。
　小径規制体308は、ベースボード118と後述の仕切板322の間に配置され、その厚みは小
径硬貨SCの厚みよりも薄く設定されている。ベースボード118と仕切板322との間隔は、小
径硬貨SCの厚みを超えると共に小径硬貨SCの厚みの二倍未満の範囲であるが、小径硬貨SC
の厚みの1.1～1.5倍の範囲が好ましい。
【００５６】
　次ぎに第１動作連携部318を説明する。
　第１動作連携部318は、小径規制体308及び大径規制体386の保留第１軸314回りの回動位
置を、連携装置310と共同して規制する機能を有し、本実施例においては、図17に示すよ
うに、第１軸孔316を中心とする扇形部の周縁の一部であって、後述の小径係止部324に対
し大凡90度の位置に形成された扇形状の第1凸部326である。この第１凸部326に対し大凡9
0度の位置に第１被動カム328が形成され、当該第１被動カム328側の端面が第1保留規制部
338であり、小径係止部324側の端面が第１復帰規制部340であり、第１凸部326の周面が第
１連携阻止部344である。
【００５７】
　次ぎに第１被動カム328を説明する。
　第1凸部326に対し、大凡90度の位置に末広がり形状の第2凸部330が形成され、この第２
凸部330の外周面が、第１凸部326に近づくほど第１軸孔316から離れる漸増半径を有する
第１被動カム328を構成する。
【００５８】
　次ぎに第1待機規制部336、第1保留規制部338、第１回動規制部342及び第１連携阻止部3
44を説明する。
　第1待機規制部336、第1保留規制部338、第１復帰規制部340、第１回動規制部342及び第
１連携阻止部344は、第1凸部326と第2凸部330との間に形成された第１凹部332、第１凸部
326と小径係止部324との間に形成された第２凹部334を利用して構成される。しかし、本
発明においては少なくとも、第1待機規制部336、第1保留規制部338、及び、第１連携阻止
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部344が形成されていれば良い。
　小径規制体308は、本実施例のように小径係止部324が一体に構成されている場合であっ
ても、保留第1軸314回りに小径硬貨SCの解除方向とは逆方向、具体的には図18において時
計方向の所定のモーメントを有するように、第２錘346が固定されている。第２錘346に代
えてバネ力を作用させても良い。
【００５９】
　次ぎに第1待機規制部336を説明する。
　第1待機規制部336は、連携装置310と連携して小径規制体308を第１待機位置SB1に静止
させる機能を有する。したがって、前記機能と同一の機能を有すれば、本実施例に限定さ
れることなく、第1待機規制部336に相当する。
　第1待機規制部336は、第1軸孔316の軸心を中心とした所定の第1半径R1を有する第1仮想
円VC1上において、第1軸孔316に対し半径方向に離れて位置する。本実施例において、第1
待機規制部336は第2凸部330の第１凸部326に相対する端面であり、小径規制体308の周方
向に延在する壁面である。第1待機規制部336が連携装置310の保留第1ストッパ348に係止
された場合、小径保持体312は第1待機位置SB1に静止される。
　したがって、小径硬貨SCが小径保持体312の小径係止部324に載った場合、小径規制体30
8は小径硬貨SCの重量によって図18において反時計方向へ回動される。
【００６０】
　次ぎに第1保留規制部338を説明する。
　第1保留規制部338は、連携装置310と連携して小径保持体312を第１保留位置ST1(図21参
照)に静止させる機能を有する。したがって、前記機能と同一の作用、効果を有すれば、
本実施例に限定されることなく、第1保留規制部338に相当する。
　第1保留規制部338は、第1軸孔316の軸心を中心とした第1仮想円VC1上において、第1軸
孔316に対し半径方向に延在する壁面である。本実施例において、第1保留規制部338は第
１凸部326の第２凸部330側の端面である。
　第1保留規制部338が連携装置310の保留第1ストッパ348に係止された場合、小径保持体3
12は第１待機位置SB1よりも図18において反時計方向に回動された第1保留位置ST1(図21(A
))に静止される。
　したがって、小径規制体308が小径硬貨SCの重量によって図18において反時計方向へ回
動された場合、第1保留規制部338が保留第1ストッパ348に係止されて第1保留位置ST1に静
止されるので、小径保持体312（小径係止部324）と後述の振分体350との協働によって小
径硬貨SCは、小径硬貨保留装置300において保留される(図21(A)参照)。なお、第1保留規
制部338は、保留第1ストッパ348に接触した場合、当該保留第1ストッパ348による係止を
解除するように、当該保留第1ストッパ348を第１凹部332の外方へ押動するカム形状に形
成されている。
【００６１】
　次ぎに第１回動規制部342を説明する。
　第１回動規制部342は、保留した小径硬貨SCを開放する際、小径規制体308が所定量以上
回動しないように規制する機能を有する。したがって、前記機能と同一の作用、効果を有
すれば、本実施例に限定されることなく、第１回動規制部342に相当する。
　本実施例において、第１回動規制部342は第1軸孔316の軸心を中心とした第1仮想円VC１
上に位置する小径係止部324の第1凸部326側の端面である。
　第１回動規制部342が連携装置310の保留第2ストッパ358に係止された場合、小径規制体
308は第1解除位置RE1に静止される(図21（B）参照)。
　したがって、小径規制体308が小径硬貨SCの重量によって図21(A)において第1保留位置S
T1からさらに反時計方向へ回動された場合、小径係止部324が振分体350から小径硬貨SCの
直径よりも僅かに離れた位置まで回動できるように規制し、保留された小径硬貨SCは小径
規制体308と振分体350との間を通過して小径正貨口304から落下することができると共に
、小径規制体308が自己のモーメントによって、第１待機位置SB1に復帰できるようにする
ためである。
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【００６２】
　次ぎに第１復帰規制部340を説明する。
　第１復帰規制部340は、小径規制体308が自己のモーメントによって、第１解除位置RE1
から第１待機位置SB1に復帰する際、連携装置310の姿勢を復帰させる機能を有し、本実施
例においては、第１復帰規制部340が保留第2ストッパ358に当接した際、当該保留第2スト
ッパ358を第２凹部334の外方へ押し出すよう作用する形状に形成されている。
【００６３】
　次ぎに固定小径保持体320を説明する。
　固定小径保持体320は、前述のように、小径係止部324と共に小径硬貨SCを小径硬貨通路
112に保留する機能を有する。本実施例においては、さらに、小径硬貨通路112を転動して
きた小径硬貨SCの転動速度によって正貨GCと偽貨FCとに選別する機能を有する。本実施例
において、固定小径保持体320は振分体350が固定小径保持体320である。以下説明の便宜
上、振分体350として主に図20を参照して説明する。
　本実施例において振分体350は、横向き水平であって、実質的に固定状態に設けられた
棒体376である。棒体376は、上端をベースボード118から横向きに水平に突出する第５支
軸378に回動自在に取りつけられた揺動レバ380の下端部からベースボード118側に横向き
水平に突出し、小径硬貨ガイドレール154の下流の小径硬貨通路112に突出している。
　揺動レバ380の下端部側面には第３錘381が固定され、重力によって揺動レバ380が垂立
するように構成される。しかし、揺動レバ380は、第５支軸378に対し揺動可能であるが、
前記のように硬貨Cの転動速度の相違によって選別するため、その揺動角は極めて限定さ
れた範囲になるよう図示しないストッパにより規制され、当該規制された範囲において、
垂立状態を保つように揺動可能である。しかし、前述のように揺動レバ380の揺動角は極
めて限定されているので棒体376、したがって振分体350（固定小径保持体320）の位置は
実質的に固定状態と捉えて差し支えない。
【００６４】
　振分体350（固定小径保持体320）は第１待機位置SB1に位置する小径保持体312との間の
第４直線距離D4(図18)、及び、第１保留位置ST1に位置する固定小径保持体320との間の第
５直線距離D5(図21(A))は、小径硬貨SCの直径、すなわち100円硬貨100Cの直径よりも小さ
い距離において横方向に配置される。
　図21（A）に示すように、小径硬貨SCは小径保持体312の小径係止部324と固定小径保持
体320によって左右の下部周面を支えられて小径硬貨通路112に保留される。
【００６５】
　上記構造より、図17において、第１解除位置RE1に位置する小径保持体312と振分体350(
固定小径保持体320)との間が小径正貨口304であり、振分体350の左側が小径返却口382で
ある。
　従って、小径硬貨SCたる100円硬貨100Cは、小径正貨口304から、偽貨FCは小径返却口38
2から重力によって落下する。
【００６６】
　次ぎに第１連携阻止部344が図18を参照して説明する。
　第１連携阻止部344は、小径保持体312が第1待機位置SB1に位置する場合、大径硬貨保留
装置302の第２解除位置RE2(図24(B)参照)への移動を阻止する機能を有する。換言すれば
、小径硬貨保留装置300及び大径硬貨保留装置302が第1保留位置ST1及び第２保留位置ＳＴ
２に位置する場合のみ、小径硬貨保留装置300及び大径硬貨保留装置302が第1解除位置RE1
又は第2解除位置RE2へ移動することができるようにする機能を有する。
　本実施例において、第１連携阻止部344は第1軸孔316、すなわち保留第1軸314を中心と
して第1仮想円VC1よりも大きな第２半径R2を有する第２仮想円VC2上に位置する第１凸部3
26の周面によって構成される。第１凸部326は、所定の角度αの範囲で形成されている。
所定の角度αは、保留第1待機規制部336が保留第1ストッパ348に係止され、小径保持体31
2が第１待機位置SB1に位置している場合、保留第2ストッパ358は第１連携阻止部344に相
対し、かつ、保留第１軸314から第１連携阻止部344よりも離れた外側に位置し、第1保留
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規制部338が保留第1ストッパ348に係止され、小径保持体312が第１保留位置ST1に位置す
る場合(図21（A）)、保留第2ストッパ358が第１連携阻止部344との相対から外れて第２凹
部334に相対する（図21（A））ように構成される。
　これにより、保留第2ストッパ358が第１連携阻止部344又は後述の第２連携阻止部364に
相対している間、保留第1ストッパ348が第1保留規制部338の係止を中止することは無い。
換言すれば、小径保持体312、及び、大径規制体386が第１保留位置ST1、第２保留位置ST2
に位置する場合、保留第2ストッパ358が第１連携阻止部344及び第2連携阻止部364に進行
を阻止されずに移動(回動)できるので、小径保持体312、及び、大径規制体386は、第1解
除位置RE1及び第２解除位置RE2へ移動することができる。
【００６７】
　次に大径硬貨保留装置302を主に図22乃至図24を参照して説明する。
　大径硬貨保留装置302は、大径硬貨通路114に配置され、大径硬貨LC、本実施例において
は100円硬貨100Cに対し相対的に大径硬貨たる10円硬貨10Cを一時的に保留し、小径硬貨SC
ともども所定数(金額)が保留された場合、大径正貨口306に受け入れる機能を有する。さ
らに、所定数の硬貨Cが保留されない間は、それら硬貨Cを硬貨返却通路244に落下させて
硬貨返却通路244を介して返却口110に返却できる機能を有することが好ましい。
　大径硬貨保留装置302は、大径係止体384、大径規制体386、及び、連携装置310を含んで
いる。
【００６８】
　まず大径係止体384を説明する。
　大径係止体384は、本実施例において保留第3軸388に上端部を回転自在に支持された細
長のL型板状体である。
　保留第3軸388は、ベースボード118の上端部後方部分から正面視左方向横向き水平に突
出する固定軸である。大径係止体384の下端のL型に突出する先端が大径係止部390であり
、大径硬貨通路114の下流端部に位置し、大径規制体386と共同して後述の第２待機位置SB
2、第２保留位置ST2、及び、第２解除位置RE2をとることができる。
　大径係止部390が第２待機位置SB2に位置する場合の大径硬貨ガイドレール200の下流端
と大径係止部390との間の第４直線距離D4、及び、第２保留位置ST2に位置する場合の大径
係止部390と大径硬貨ガイドレール200の下流端との第５直線距離D5との距離は、大径硬貨
LCの直径よりも小さく設定されているので、大径硬貨LCはそれらの間を通過できず、大径
硬貨通路114に保留される。しかし、大径係止体384が図24（A）において更に時計方向に
回動した第２解除位置RE2においける大径係止部390と大径硬貨ガイドレール200の下流端
との第６直線距離D6は、大径硬貨LCの直径よりも大きくなることから、大径硬貨LCは大径
正貨口306から落下することができる（図24(B)）。
【００６９】
　次ぎに大径規制体386を主に図23を参照して説明する。
　大径規制体386は、小径規制体308と共同して小径係止部324及び大径係止部390の位置を
規制し、大径硬貨LCを大径硬貨通路114に保留し、及び、当該保留を解除する機能を有し
、本実施例においては、第2軸孔394の周囲に形成された大凡楕円形の第2動作連携部396、
及び、第２被動カム398を含んでいる。
　大径規制体386は、仕切板322の反ベースボード118側に配置され、大凡、三日月型をし
、第2動作連携部396が形成されている。
　なお保留第１軸314の先端は、ベースボード118から延在する軸受399（図２）によって
軸受けされることにより両持ち支持されている。
【００７０】
　次ぎに第2動作連携部396を説明する。
　第2動作連携部396は、大径規制体386の周縁の一部、換言すれば第２軸孔394を中心とす
る扇形の第3凸部404の周面であり、第２被動カム398に対し約90度の位置に形成されてい
る。よって、第２被動カム398との間には第3凹部406が形成される。第２被動カム398は、
大凡末広が形状に突出した凸部の外周縁であり、第２半径R2よりも外側位置に位置し、第
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２動作連携部396側に近づくほど第２軸孔394から遠ざかる曲線に形成されている。
　第２被動カム398に対し、第２軸孔394を挟んだ反対側には係止突起400が形成さている
。したがって、第２動作連携部396と係止突起400との間には、第4凹部408が形成されてい
る。
　本実施例において、第3凹部406又は第4凹部408を利用して、第2待機規制部412、第2保
留規制部414、第2回動規制部416、第２連携阻止部364、及び、第２復帰規制部424が形成
されている。具体的には、第2待機規制部412は第２軸孔394の軸心を中心とする第１半径R
1と半径とする第１仮想円ＶＣ１上であって、第２被動カム398の第3凹部406に面し、かつ
、半径方向に延在する端面である。
　第2保留規制部414は、第１仮想円VC1上に位置し、第３凸部404の第２被動カム398側の
端面であって半径方向に延在し、大径規制体386の保留第1軸孔316回りの回動の規制を受
け、保留第1ストッパ348と接触した際、当該保留第1ストッパ348を第３凹部406から押し
出すように斜面に形成されている。
　第2回動規制部416は第１仮想円VC1上に位置し、係止突起400の第3凸部404側の半径方向
に延在する端面であり、大径規制体386の必要以上の回動を阻止する。
　第２復帰規制部424は第１仮想円VC1上に位置し、第３凸部404の係止突起400側の半径方
向に延在する端面であり、保留第２ストッパ358と接触した際、当該保留第２ストッパ358
を第４凹部408から押し出すように、斜面に形成されている。
　第２連携阻止部364は、保留第１軸314をの軸心を中心とする第２半径R2を有する第２仮
想円VC2上に位置する第３凸部404の外周面である。本発明においては少なくとも、第2待
機規制部412、第2保留規制部414、及び、第２連携阻止部364が形成されていれば良い。
　また、小径規制体308の第1待機規制部336、第1保留規制部338、第１回動規制部342及び
第１連携阻止部344と、大径規制体386の第2待機規制部412、第2保留規制部414、第2回動
規制部416、及び、第２連携阻止部364は、同位相になった場合、完全に又は大凡重なるよ
うに形成されている。換言すれば、第1動作連携部318と第2動作連携部396は同一形状に形
成されている。
　大径規制体386は、保留第1軸314の回りに大径硬貨LCの解除方向とは逆方向、図22にお
いて反時計方向のモーメントを有するように、第４錘418が固定されている。第４錘418に
代えてバネによって上記モーメントを付与することもできる。
【００７１】
　次ぎにリンク装置426が主に図22を参照して説明される。
　リンク装置426は、大径係止体384と大径規制体386とをリンク結合してそれらを連動さ
せる機能を有する。
　本実施例においてリンク装置426は、大径係止体384から横向き水平に突出する第３固定
軸428に一端が回動自在に、他端が大径規制体386から横向きに突出する支軸432に回転自
在に支持されたコンロッド434により構成されている。この構造により、大径規制体386の
回動位置、すなわち、第2待機規制部412が保留第1ストッパ348に係止されている場合、大
径係止体384を第２待機位置SB2に(図22)、第2保留規制部414が保留第1ストッパ348に係止
されている場合、大径係止体384を第２保留位置ST2に（図24(A)）、第２回動規制部416が
保留第2ストッパ358に係止されている場合、大径係止体384を第２解除位置RE2(図24(B))
に移動させる。
【００７２】
　次ぎに連携装置310を主に図19を参照して説明する。
　連携装置310は、小径硬貨保留装置300、及び、大径硬貨保留装置302がそれぞれ第１保
留位置ST1、及び、第2保留位置ST2になった場合、第１解除位置RE1、及び、第2解除位置R
E2へ移動可能とする機能を有する。換言すれば、小径硬貨保留装置300、及び大径硬貨保
留装置302に所定数(金額)の硬貨Cが保留されない場合、小径硬貨SC又は大径硬貨LCを受け
入れないようにする機能を有する。
　連携装置310は、前述した保留第1ストッパ348、保留第2ストッパ358、揺動体354及び保
留第２軸368を含んでいる。
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【００７３】
　まず保留第２軸368を図18及び図23を参照して説明する。
　保留第２軸368は、正面視ベースボード118の左側において横向き水平に固定された丸棒
状の軸であり、保留第１軸314に対し硬貨投入口108から遠い斜め下方に配置されている。
【００７４】
　次ぎに揺動体354を説明する。
　揺動体354は、保留第1ストッパ348及び保留第2ストッパ358を保留第2軸368に対し平行
に保持すると共にそれらを待機保留位置WSP又は解除位置REPに移動させる機能を有する。
　揺動体354は、保留第1軸314側に向かって両端部が突出するチャンネル形に形成され、
それら突出部の先端に保留第1ストッパ348、保留第2ストッパ358が水平横向きであって、
保留第2軸368に平行に支持され、かつ、小径規制体308の第1動作連携部318、及び、大径
規制体386の第2動作連携部396に相対する長さに形成されている。詳述すれば、揺動体354
は正面視ベースボード118に対し左側に配置され、保留第1ストッパ348及び保留第2ストッ
パ358はその中間部を揺動体354の端部にそれぞれ固定され、小径規制体308、及び、大径
規制体386の側方に位置するようそれらの長さが設定されている。
　連携装置310は、図18における反時計回り、及び、図23における時計回りに回動した待
機保留位置WSPと、逆方向に回動した解除位置REP(図21（B）、図24（B）)に位置すること
ができる。
　連携装置310が待機保留位置WSPに位置する場合、保留第1ストッパ348は第１凹部332(図
18)、及び、第3凹部406(図23（A）)に位置し、第1待機規制部336又は第1保留規制部338、
及び、第2待機規制部412又は第2保留規制部414に係止可能である。
　通常状態において小径規制体308、及び、大径規制体386は、保留第1ストッパ348側に回
動するモーメントを有するので、保留第1ストッパ348は第1待機規制部336、又は、第2待
機規制部412を係止し、小径規制体308、及び、大径規制体386はそれぞれ第１待機位置SB1
、又は、第2待機位置SB2において静止され、保留第2ストッパ358は第１連携阻止部344、
又は、第２連携阻止部364に相対し、それらの位置以上に保留第1軸314側に回動できず、
静止状態を呈する。
【００７５】
　保留第1ストッパ348が、第1保留規制部338、及び、第2保留規制部414を係止する場合、
小径規制体308、及び、大径規制体386は、それぞれ第１保留位置ST1（図21（A））、及び
、第2保留位置ST2（図24（A））に移動し、保留第2ストッパ358は第１連携阻止部344、及
び、第２連携阻止部364とは相対しない、換言すれば、第１連携阻止部344、及び、第２連
携阻止部364に相対する半径方向の延長上に保留第2ストッパ358は位置しない。これによ
り、保留第2ストッパ358は、それぞれ第２凹部334、及び、第4凹部408へ進行可能になる
。一方、保留第1ストッパ348は第１保留規制部338、及び、第2保留規制部414から押され
て保留第２軸368回りに回動され、解除位置REPへ移動される。換言すれば、保留第1スト
ッパ348は第１凹部332、第3凹部406から退出し、第1保留規制部338、又は、第2保留規制
部414の係止を中止し、小径規制体308が第１解除位置RE1、大径規制体386が第2解除位置R
E2へ回動可能になる。
【００７６】
　保留第1ストッパ348が解除位置REPへ移動した場合、その移動の原因となる小径規制体3
08、又は、大径規制体386は、第１保留位置ST1、又は、第2保留位置ST2に位置した直後に
第１連携阻止部344、又は、第２連携阻止部364が保留第2ストッパ358に対し相対しなくな
るので、実質的にそれら小径硬貨SCたる100円硬貨100C又は大径硬貨LCたる10円硬貨10Cが
解除され、小径硬貨通路112又は大径硬貨通路114に実質的に保留されなくなる。
　換言すれば、保留第2ストッパ358が第１連携阻止部344、又は、第２連携阻止部364に相
対する場合、保留第2ストッパ358はそれらに阻止されて保留第1軸314側に近づくことはで
きず、保留第1ストッパ348は待機保留位置WSPに留められ、解除位置REPへ移動することが
できない。なお、保留第1ストッパ348が解除位置REPへ移動するきっかけとなる小径規制
体308、又は、大径規制体386の回動の原因となる小径硬貨SC又は大径硬貨LCは、小径係止
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部324、又は、大径係止部390によって一瞬保留され、実質的には保留されないが、説明の
便宜上、この場合も保留されるとして説明する。
　さらに換言すれば、小径規制体308、又は、大径規制体386の何れか一つが第１待機位置
SB1、又は、第2待機位置SB2に位置する場合、その他の小径規制体308、又は、大径規制体
386は、第１保留位置ST1、又は、第2保留位置ST2に移動することはできるが、第１解除位
置RE1、又は、第２解除位置RE2には移動できない。
　硬貨Cの数を基準に説明すれば、小径硬貨SC、及び、大径硬貨LCがそれぞれ１つずつ保
留されない場合、小径硬貨SC及び大径硬貨LCとも小径正貨口304又は大径正貨口306から落
下することができない。
【００７７】
　さらに、小径硬貨SCたる100円硬貨100Cが小径保持体312と固定小径保持体320（振分体3
50）とによって保留され、又は、大径硬貨LCたる10円硬貨10Cが大径係止体384と大径硬貨
ガイドレール200とに保留されている場合において、硬貨返却手段106、具体的には返却レ
バ124を回動させることにより、ガイドボード120を第１支軸158、及び、第２ガイドボー
ド122を第２支軸170A及び第３支軸170B回りに回動させると共に、小径規制体308及び大径
規制体386をそれぞれ第１解除位置RE1(図21（B）)、及び、第２解除位置RE2(図24（B）)
に移動させることにより、小径硬貨SC及び大径硬貨LCを硬貨返却通路244に落下させるこ
とで返却口110に返却することができる。
【００７８】
　次ぎに大径硬貨クレードル450を主に図２及び図16を参照して説明する。
　大径硬貨クレードル450は、大径硬貨ＬCの直径及び重量によって正貨GCと偽貨FCに選別
する機能を有する。
　したがって、大径硬貨クレードル450は同様の機能を有する構成の全てを含み、本実施
例に限られるものではなく、少なくとも本実施例に開示された技術思想から当業者が推考
しうる範囲を含むものである。
　本実施例においては、大径硬貨クレードル450は、従来公知のクレードルを用いること
により、大径硬貨LC(10円硬貨10C)の直径及び重量を機械的手段により判別し、正貨GCと
偽貨FCとに選別する機能を有する。
　具体的には、大径硬貨LCの直径よりも僅かに小さい間隔で配置された第1爪452Aと第2爪
452Bに保持された場合、大径硬貨クレードル450がその重量によって横方向へ転動され、
大径硬貨LCを大径硬貨ガイドレール200へ案内する。
【００７９】
　本実施例の大径硬貨クレードル450は、移動開口186の直ぐ下流の大径硬貨通路114に配
置されている。
　大径硬貨クレードル450は、大凡楕円形の大径硬貨クレードル本体454、一対の第1爪452
Aと第2爪452B、及び、所定のモーメントを付与する第５錘456を含んでいる。
　大径硬貨クレードル450は、板金製であり、大径硬貨クレードル本体454の偏心位置にお
いて正面視第２ガイドボード122から左側（外面側）に水平に突出された第６支軸458に回
転自在に支持されている。
　第1爪452A及び第2爪452Bは、大径硬貨クレードル本体454から第６支軸458を挟んで反対
方向に延在する一対の棒状体の先端部をベースボード118側に折り曲げて形成され、第２
ガイドボード122にそれぞれ第６支軸458を中心に弧状に形成された長孔460A、460Bを通っ
て移動開口186の直ぐ下方に位置する大径硬貨通路114に配置されている。
　大径硬貨クレードル450は、大径硬貨LCが載置されない状態において、第５錘456による
モーメントによって図2において時計方向(図14、図16において反時計方向)のモーメント
を受け、時計回りに回動されると共に、長孔460Bの上端縁たる第3ストッパ465に係止され
、第3待機位置SP3に静止される。
　大径硬貨LCが第1爪452A及び第2爪452Bに支持された場合、大径硬貨LCの重心が第６支軸
458よりも第2爪452B側に移動することから、大径硬貨クレードル450のモーメントの方向
が代わり、図16において時計方向へ転動し、ついには大径硬貨LC自身の転動力によって当
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該第2爪452B上から転げ落ちた後、大径硬貨ガイドレール200上を転動する。
　正貨GCの大径硬貨LCよりも直径が小さい偽貨FCは、第1爪452A及び第2爪452Bによって支
持されずにそれらの間を落下し、直下の大径偽貨落下口463から硬貨返却通路244に落下し
て返却口110に返却される。
【００８０】
　大径硬貨クレードル450に正貨GCの大径硬貨LCが保持された場合、当該大径硬貨LCの重
量によって大径硬貨クレードル450は図2において反時計方向に転動され、大径硬貨LCの重
心が第2爪452Bの外方(図2において左方)へ移動した場合、当該大径硬貨LCは自重による転
動力によって転がって、第2爪452Bから斜め左下方へ落下する。
　大径硬貨LCが第2爪452Bから落下した場合、第５錘456によるモーメントによって、大径
硬貨クレードル450は第3待機位置SP3に戻される。
　本発明において、大径硬貨クレードル450は必須の構成ではなく、削除することもでき
る。すなわち、移動開口186から落下した大径硬貨LCが大径硬貨ガイドレール200上を転動
するように構成しても良い。
【００８１】
　次ぎに糸吊防止装置234を主に図７を参照して説明する。
　糸吊防止装置234は、正貨GCたる小径硬貨SC又は大径硬貨LCに天蚕糸等の細いながらも
強度の高い糸状体を結びつけて正貨GCの受入信号を出力する機器を誤作動させて硬貨受入
信号ERSを不正に発信させる行為を防止する機能を有する。本実施例においては、小径正
貨口304（図7）の下方に延在する小径正貨通路436に配置した水車状の羽根車438が糸吊防
止装置である。羽根車438の回転軸439にはワンウエイクラッチ（図示せず）が設けられ、
小径硬貨SCの落下方向の羽根車438の回転は可能であるが、逆に小径硬貨SCの引き上げ方
向の移動によって羽根車438に逆方向の回転力が作用した場合、当該ワンウエイクラッチ
によって回転出来ないように構成されている。詳述すれば、羽根車438の複数枚の羽根の
間に一枚の小径硬貨SCのみが１つずつ進入する。羽根車438に作用する小径硬貨SCの重量
によって、羽根車438は回転されることから、小径硬貨SCは当該羽根車438を通過して小径
正貨通路436の下端の小径硬貨落下口440から次工程、例えば、金庫（図示せず）に落下す
る。
　羽根車438と小径硬貨落下口440との間の小径正貨通路436に、硬貨受入信号ERSを出力す
るセンサ442が配置され、当該センサ442からの硬貨受入信号ERSによって当該小径硬貨SC
の受入に基づく処理、例えば、ゲーム機においてゲームを開始することができるようにす
る。本実施例においては、センサ442としてマイクロスイッチ444がベースボード118の下
端部に固定され、その検知片446が小径硬貨落下口440の直上の小径正貨通路436に配置さ
れる。
　したがって、羽根車438を通過した小径硬貨SCによって検知片446が押動され、当該押動
によってマイクロスイッチ444が硬貨受入信号ERSを出力する。なお、検知片446は小径硬
貨SCの落下を邪魔しないように、逃避動をした後、元の位置に復帰する。
【００８２】
　次ぎに硬貨返却通路244を主に図８を参照して説明する。
　硬貨返却通路244は、硬貨選別クレードル152において選別された偽貨FC、すなわち、第
１係止体210Aと第２係止体210Bとの間に保持されない小径の偽貨FCが落下し、また、小径
硬貨通路112に保持された小径硬貨SC又は大径硬貨通路114に保留された大径硬貨LCが意図
的に返却操作された場合、それら硬貨Cが落下し、前下がり、すなわち、返却口110に向か
って前下がりに傾斜する返却底面448（図7）上を所定の間隔で垂立する左側壁451と右側
壁としてのベースボード118によって案内されつつ転動して返却口110を通過し、最終的に
返却硬貨保持体138に保持されて静止状態になる。
【００８３】
　次ぎに保留解除装置258を主に図３及び図27を参照して説明する。
　保留解除装置258は返却レバ124が操作された場合、硬貨保留装置104に保留された大径
硬貨LC又は小径硬貨SCの保留状態を解除すると共に下方の硬貨返却通路244へ落下させる
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機能を有する。換言すれば、小径規制体308及び大径規制体386をそれぞれ第１強制返却位
置（図示されない）及び第２強制返却位置（図示されない）へ強制的に移動させる機能を
有し、本実施例においてはベースボード118から横向き水平に突出する第３固定軸462に回
動自在に下端を支持された解除レバ464の上端に形成された円弧状の解除カム体466を含ん
でいる。解除カム体466の内面が駆動カム468であり、第３固定軸462を中心とする円弧状
に形成され、解除レバ464が回動された場合、第１保留位置ST1に位置する小径保持体312
又は第２保留位置ST2に位置する大径係止体384を強制的に第１強制返却位置又は第２強制
返却位置へ移動させることにより、連携装置310による位置規制とは無関係に小径係止部3
24を第１待機位置SB1、又は、大径係止体384を第２待機位置SB2へ移動（実際は第１待機
位置SB1又は第２待機位置SB2の僅かに手前であるが、実質的には同様の位置であるので「
第１待機位置SB1」、「第２待機位置SB2」として説明する。）させ、かつ、ガイドボード
120を第１支軸158回りに、及び、第２ガイドボード122を第２支軸170A、第３支軸170B回
りに回動させて小径硬貨通路112及び大径硬貨通路114の底面を開放することにより、対応
する小径硬貨SC又は大径硬貨LCを硬貨返却通路244に落下させ、返却口110へ返却する。本
実施例において、解除レバ464の中間からフロントパネル116側に延在する被動レバ470が
設けられ、その先端から横向きに突出する被動ピン472が返却レバ124の後端部に形成され
た駆動長孔474に挿入されている。これにより、返却レバ124が図３において反時計方向へ
回動された場合、駆動長孔474によって被動ピン472が押されることによって、被動レバ47
0を介して解除レバ464は時計方向へ回動される。
　一方、小径係止部324が第１保留位置ST1に位置する場合、又は、大径係止体384が第２
保留位置ST2に位置する場合、小径係止部324と一体に回動する小径規制体308の第１被動
カム328、又は、大径係止体384と一体的に回動する大径規制体386の第２被動カム398の一
部は、解除カム体466の駆動カム468の弧状の回動経路MCと交差する。換言すれば、小径係
止部324が第１保留位置ST1に位置、又は、大径係止体384が第２保留位置ST2に位置する場
合、駆動カム468の回動によって、当該駆動カム468によって押動され、小径係止部324は
図27(C)に示すように第１待機位置SB1へ回動され、小径保持体312（振分体350）と小径係
止部324とによって保持されている小径硬貨SCは、その重心Gが、小径保持体312を通る第
２垂線VL2よりもフロントパネル116側、換言すれば、小径返却口382側に移動され、当該
小径返却口382から下方へ落下する。この際、ガイドボード120はその第１被動体252がプ
レート押動体248の先端部248Tによって押し下げられ、ガイドボード120の下端部がベース
ボード118から離れるので、一層落下し易くなる。
　返却レバ124の押し下げが終了した場合、返却レバ124はスプリング266の弾発力によっ
て返却待機位置RSPに戻され、したがって、解除カム体466も待機位置へ戻される。
　さらに、小径規制体308及び大径規制体386も、それらに作用するモーメントによって、
それぞれ第１待機位置SB1又は第２待機位置SB2に戻される。
【００８４】
　次ぎに本実施例の硬貨選別装置102の作用を図25乃至図27をも参照しつつ説明する。な
お、硬貨振分装置100の作用の説明は前述したので、小径硬貨通路112、又は、大径硬貨通
路114に振り分けされた以降の作用を説明する。
　まず硬貨Cが硬貨投入口108に投入される前の待機状態について説明する。
　小径規制体308は、図18において自己モーメントによって時計方向に回動され、第1待機
規制部336が待機保留位置WSPに位置する保留第1ストッパ348によって係止され、また、大
径規制体386は図22に示すように、第２待機規制部412が保留第1ストッパ348によって係止
され、小径係止部324が第１待機位置SB1に、大径係止体384が第2待機位置SB2において静
止している。これにより、小径規制体308と一体に形成された小径係止部324が小径硬貨通
路112に位置し、その先端と小径保持体312との距離は、小径硬貨SCの直径よりも短い第４
直線距離D4である（図25A）。一方、大径硬貨通路114には、大径規制体386にリンク装置4
26を介して連動する大径係止体384の大径係止部390が位置し、大径係止部390と大径硬貨
ガイドレール200の下流端との第５直線距離D5は、大径硬貨LCの直径よりも短い（図25B）
。
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【００８５】
　次ぎに硬貨Cが投入されたケースを説明する。
　最初に、小径硬貨SCであるに100円硬貨100Cが投入され、次いで大径硬貨LCである10円
硬貨10Cが投入された事例を説明する。
　小径硬貨SCは、前述のように小径硬貨通路112に案内され、小径硬貨ガイドレール154上
を転動しつつ速度調整磁石装置280の磁力によって速度を調整（減速）された後、図17に
示すように、当該小径硬貨ガイドレール154端から斜め右下方へ落下する。これにより、
小径硬貨SCが正貨GCである場合には、速度調整磁石装置280によって所定範囲の速度に調
整されていることから、小径硬貨SCは自身のの最下端部から左下側周面が振分体350に接
触することから、小径係止部324側に案内され、結果として、振分体350（固定小径保持体
320）と小径係止部324の下端部によって支持される。これにより、小径規制体308は小径
硬貨SCの重量によって図17において反時計方向に回動され、第1保留規制部338が保留第1
ストッパ348に係止されて第１保留位置ST1に保持される（図21A）。この状態において、
小径係止部324の先端と小径保持体312（振分体350）との間隔は第５直線距離D5であり、
小径硬貨SCたる100円硬貨100Cの直径よりも小さいので、小径硬貨SCは小径係止部324の先
端部と小径保持体312との上に載った状態で小径硬貨通路112に保留される(図25C)。換言
すれば、小径硬貨SCが小径硬貨保留装置300によって、小径硬貨通路112に保留される。な
お、振分体350は微小角度揺動可能に構成されているので、小径硬貨SCはその逃げ動によ
って落下した衝突を緩衝され、短時間に静止状態になる。
　小径規制体308が第１保留位置ST1に移動した場合であっても、保留第2ストッパ358は大
径規制体386の第２連携阻止部364と相対しているので、保留第1ストッパ348は待機保留位
置WSPに継続して留められる。
【００８６】
　次ぎに、小径硬貨SCに続いて大径硬貨LCたる10円硬貨10Cが投入される。
　大径硬貨LCは前述のように、大径硬貨通路114において大径硬貨ガイドレール200上を転
動し、大径硬貨通路114に位置する大径係止体384、従って、大径係止部390に突き当たる
。これにより、大径係止体384は図22において時計方向へ回動されるので、リンク装置426
を介して大径規制体386は図22において時計方向へ回動されるが、第2保留規制部414が保
留第１ストッパ348に係止されるので、大径係止体384は第2保留位置ST2に保持される(図2
5D)。
　したがって、大径硬貨LCは大径硬貨保留装置302によって大径硬貨通路114に保留される
。
【００８７】
　大径規制体386が第2保留位置ST2に移動した場合(図25D)、第２連携阻止部364は保留第
２ストッパ358に相対しなくなるので、保留第１ストッパ348は第１保留規制部338及び第
２保留規制部414によって押動され、待機保留位置WSPから解除位置REPに移動される。こ
れにより、小径係止部324は小径硬貨SCの重量によって図25(C)に示す位置からさらに反時
計方向へ回動され、第１解除位置RE1に移動(図26A)することから、小径硬貨SCは小径正貨
口304から小径正貨通路436へ落下し、糸吊防止装置234における羽根車438を回動させ、次
ぎにマイクロスイッチ444の検知片446を押し下げて後、小径硬貨落下口440から金庫（図
示せず）等に落下する。検知片446の移動によって、マイクロスイッチ444は、硬貨受入信
号ERSを出力する。一方、大径規制体386も図25(D)における位置からさらに時計方向へ回
動可能になることから、大径硬貨LCの重力に基づく転動力によって、大径係止体384が時
計方向へ回動されて第2解除位置RE2に移動する（図26B）ことから、大径硬貨LCは大径正
貨口306から大径正貨通路392へ落下し、大径落下口393から金庫等に落下する。
【００８８】
　小径規制体308、及び、大径規制体386は、第１回動規制部342、又は、第2回動規制部41
6が保留第2ストッパ358に係止されるため、小径係止部324は第１解除位置RE1、大径係止
部390は第2解除位置RE2を超えて回動することはできない。
　小径係止部324に小径硬貨SCが作用しなくなった場合、小径規制体308は自己モーメント
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によって回動されるので、小径係止部324は第１待機位置SB1に、大径規制体386も自己モ
ーメントによって回動されるので第２待機位置SB2に戻る（図25A、25B）。
　この過程において、保留第2ストッパ358は第１復帰規制部340、又は、第２復帰規制部4
24によって押動されて解除位置REPへ移動される(図26C、図26D)。保留第2ストッパ358の
解除位置REPへの移動に伴って保留第1ストッパ348は待機保留位置WSPへ回動するので、小
径規制体308、及び、大径規制体386の第1待機規制部336、及び、第2待機規制部412を係合
し結果として小径係止部324は第１待機位置SB1、大径係止体384は第2待機位置SB2に静止
する。
【００８９】
　次に一番目に大径硬貨LCが、二番目に小径硬貨SCが投入される事例を説明する。
　大径硬貨LCは、大径硬貨ガイドレール200上を転動し、前述のように大径係止体384の大
径係止部390によって転動を阻止される。
　そして前述のように、第2保留規制部414が保留第1ストッパ348に係止され、大径硬貨LC
は大径係止部390によって進行を阻止されて大径硬貨通路114に保留される(図24(A))。大
径規制体386の回動によって、前述のように第２連携阻止部364は保留第２ストッパ358と
の相対位置から外れ、保留第２ストッパ358は第１連携阻止部344とのみ相対するのでする
ので、小径規制体308が第１保留位置ST1に移動された場合、大径規制体386は第２解除位
置RE2へ回動可能になる。しかし、保留第2ストッパ358が第１連携阻止部344に相対してい
るので、保留第1ストッパ348は待機保留位置WSPを継続する。
　次に小径硬貨SCが投入された場合、前述のように、小径硬貨SCは小径係止部324と固定
小径保持体320によって、小径硬貨通路112に保留される（実際は一瞬）。そして、小径係
止部324が第１保留位置ST1に位置した場合、第１連携阻止部344も保留第2ストッパ358と
の相対位置から外れる(図25C)。
　これにより、第１連携阻止部344、及び、第２連携阻止部364が保留第2ストッパ358との
相対位置から外れるので、保留第1ストッパ348は解除位置REPへ移動可能になる。そして
保留された小径硬貨SCの重量によって小径係止部324が保留第1軸314回りに回動し、また
、大径硬貨LCの重量によって大径係止体384、したがって、リンク装置426を介して大径規
制体386が保留第1軸314回りに回動し、保留第１ストッパ348が第１保留規制部338、又は
、第２保留規制部414によって押動されて解除位置REPへ移動されることから、小径係止部
324は第１解除位置RE1、及び、大径係止体384は第2解除位置RE2へ回動され、大径硬貨LC
が大径正貨口306から、小径硬貨SCが小径正貨口304から落下し、前述のように、小径硬貨
SCと大径硬貨LCとの金種別の金庫に保管される。なお、小径硬貨SCと大径硬貨LCとは、一
つの金庫に保管することもできる。
　小径硬貨SC及び大径硬貨LCが落下した後、小径規制体308、及び、大径規制体386は前述
のように、それぞれのモーメントによって第１待機位置SB1、及び、第2待機位置SB2へ戻
される。
【００９０】
　受け入れすべき大径硬貨LCである10円硬貨10Cよりも所定量以上大径又は肉厚の偽貨FC
は、硬貨口130にを通過できず、硬貨投入口108において選別される。
【００９１】
　大径硬貨LCよりも小径であって、かつ、小径硬貨SCよりも大径である偽貨FCが投入され
た場合、硬貨選別クレードル152において、大径硬貨LCと同様に移動開口186に案内された
後、大径硬貨クレードル450の第1爪452Aと第2爪452Bに保持されずに大径偽貨落下口463か
ら硬貨返却通路244へ落下し、返却口110に戻される。
【００９２】
　小径硬貨SCよりも小径の偽貨FCが投入された場合、硬貨選別クレードル152の第1係止体
210Aと第2係止体210Bに保持されないので硬貨返却通路244に落下し、返却口110へ戻され
る。
【００９３】
　直径及び重量とも大径硬貨LCと同様であるが、磁性金属によって製造された偽貨FCが投
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入された場合、横向案内通路172を転動する過程において、横向通路偽貨選別磁石182に吸
着され、当該横向案内通路172に滞留する。この場合、返却レバ124を押し下げてガイドボ
ード120を第1支軸158回りに回動させ、保持体によって当該吸着された偽貨FCを横向通路
偽貨選別磁石182から引き離すことにより、横向通路偽貨選別磁石182の吸着から解放して
硬貨返却通路244へ落下させ、返却口110へ戻す。
【００９４】
　次に直径及び重量とも小径硬貨SCと同様であるが、非着磁性金属により製造された偽貨
FCを投入したケースを説明する。
　当該偽貨FCは、前述同様に小径硬貨ガイドレール154上を転動して速度調整磁石装置280
の側方に達する。この場合、当該偽貨FCは非着磁性からなるため、永久磁石282に吸着さ
れることは無いが、永久磁石282による制動力が大きくなり、正貨GCの場合よりも大きく
減速される結果、小径硬貨ガイドレール154から落下した後、図17に示すようにその下部
右側周面が振分体350に衝突することから、当該振分体350の左側に位置する小径返却口38
2から硬貨返却通路244に落下して返却口110に戻される。
【符号の説明】
【００９５】
G　重心
LC　大径硬貨
SC　小径硬貨
SB1　第１待機位置
ST1　第１保留位置
RE1　第１解除位置
SB2　第２待機位置
ST2　第２保留位置
SBP　待受位置
RE2　第２解除位置
100　硬貨振分装置
108　硬貨投入口
112　小径硬貨通路
114　大径硬貨通路
120　ガイドボード
124　返却レバ
152　硬貨選別クレードル
172　横向案内通路
174　硬貨振分通路
186　移動開口
202　移動ガイド
210A　第1係止体
210B　第2係止体
228　硬貨選別ストッパ
300　小径硬貨保留装置
302　大径硬貨保留装置
308　小径規制体
310　連携装置
314　保留第１軸
324　小径係止部
336　第１待機規制部
338　第１保留規制部
344　第１連携阻止部
348　保留第１ストッパ
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354　揺動体
358　保留第２ストッパ
364　第２連携阻止部
368　保留第２軸
384　大径係止体
386　大径規制体
388　保留第３軸
390　大径係止部
412　第２待機規制部
414　第２保留規制部
426　リンク装置

 

【図１】 【図２】



(41) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(42) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(43) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(44) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(45) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(46) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(47) JP 6183614 B2 2017.8.23

【図２７】



(48) JP 6183614 B2 2017.8.23

フロントページの続き

(56)参考文献  米国特許第０４０９８３８７（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０４１４０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６３－１５９４６５（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０７Ｄ　　　５／００－５／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

